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Ⅰ 再生プロジェクトの実施状況
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Ⅰ．再生プロジェクトの実施状況

概 要

○再生プロジェクトについては、「自ら考え、自ら改革」及び「現場重点主義」をコンセプトに、平成 28 年度からの 3 年間を集中取組

期間として改革を推進しているところであるが、平成 28 年 9 月までのところ、改革は概ね計画通り進展している。

○再生プロジェクトは、「組織改革」、「業務改革」、「人事改革」及び「情報開示・共有の促進」の 4つの柱で構成しているが、それぞれ

の改革における平成 28 年度上半期の主な取組状況及び今後の予定については、以下のとおり。（詳細については、参考資料（7～25

ページ）を参照。）

○実行・着手した改革事項については、お客様との接点である現場の声・職員の声を重視した検証・フォローアップを継続的に行い、

現場実態・職員意識にマッチした形に随時軌道修正を図ることで、よりお客様サービスや基幹業務に注力できる体制を確立していく。

平成 28 年度上半期の主な取組状況及び今後の予定

【組織改革】

（目的）

縦割りを排除し、本部と現場が一体となり、人材を糾合し、現場実態を踏まえた適切な意思決定システムを確立するとともに、お

客様のニーズをとらえた機能集約等を図ることで、効率的・機能的な執行機関として再構築する。

（主な取組状況）

①本部組織再編

・本部の制度別縦割り組織を改めるため、平成 28 年 4 月の組織再編により、事業企画部門と事業推進部門の体制を確立。事業推進

部門には 15 地域部を設置し、年金事務所等の横断的かつ一元管理を行う体制を確立。
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②本部・ブロック本部の統合

・組織一体化、意思決定・情報共有ルートの短縮、人員集約及び効率化のため、平成 28 年 4 月の組織再編により、ブロック本部を

本部に統合。ブロック本部が担っていた業務については段階的に本部（東京）への集約を進めており、平成 28 年 4 月には人事・

労務関係業務、平成 28 年 10 月には経理関係業務を集約。今後、平成 29 年 4 月までに現場管理・支援関係業務を集約し、統合が

完了となる予定。

【業務改革】

（目的）

業務効率化・合理化（人員配置の適正化）と、現場実態を踏まえたルール設定・遵守の仕組みの確立により、お客様対応に注力で

きる体制を構築する。

（主な取組状況）

①年金事務所の機能集約（法人向け業務の集約）

・事業実績の向上及び業務の効率化を図るため、平成 28 年 10 月より、新宿及び大手前年金事務所において、厚生年金の適用・徴

収業務の集約のモデル実施を開始。今後、平成 29 年 2 月より、新たに大曽根及び広島東年金事務所において、モデル実施を開始

予定。

②事務センターの広域集約

・事務の効率化・合理化及び標準化を図るため、事務センターの広域集約を促進しており、平成 28 年 10 月には 4事務センター（長

野、山梨、和歌山、山口）を近隣事務センターに集約（39⇒35 事務センター）。今後、平成 29 年 1 月には、新たに 6 事務センタ

ー（福島、岐阜、三重、愛媛、徳島、高知）を集約予定（35⇒29 事務センター）。

③障害年金センターの設置（障害基礎年金業務の集約）

・各事務センターで実施している障害基礎年金の審査業務を集約し、本部の障害厚生年金業務とともに全国一体的な執行体制とす

るため、平成 28 年 10 月より障害年金センターを設置。集約は事務センターの広域集約に合わせ順次実施しており、最終的には平
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成 29 年 4 月に全国集約を実施予定。

④予約相談の拡充

・より円滑かつ丁寧なお客様対応を行うため、平成 28 年 10 月より、年金事務所の年金相談窓口における予約制を全国に拡大。

⑤指示文書の発出件数の削減、マニュアル一元化

・平成 28 年 4 月より、指示文書の発出要件を見直し、不要・不急の発出を防止するなどの管理を徹底することで、平成 28 年度上

半期においては、平成 26 年比で発出件数を 5割以上削減。

・マニュアル一元化については、平成 28 年 4 月よりＰＴ体制を確立し、職員への意見照会を随時実施しながら、平成 29 年 4 月か

らの統一マニュアルによる運用開始に向け取組中。

【人事改革】

（目的）

職員が希望とやりがいをもって、モチベーションを高く保ち、組織一体となって業務に取り組める人事を実現する。

また、お客様のために努力する職員を高く評価し、リーダーシップや専門性の高い職員を養成することで、国民の年金を確実に守

る人材を育成する。

（主な取組状況）

①人事評価制度の見直し

・お客様のために努力する職員を高く評価するため、平成 28 年 4 月より人事評価制度を見直し、「成果とプロセス」、「組織貢献」、

「能力評価と実績評価の一体化による総合評価」等の視点を採り入れた評価体系を導入。評価分布の見直しもあわせて行い、評

価に応じたメリハリのある処遇を実現。

②専門職コースの設置

・お客様サービスや基幹業務に一層邁進していくための体制確立の一環として、安定性が求められる年金給付分野とシステム分野

において専門性の高い職員の育成を目指し、平成 28 年 10 月より、「年金給付専門職コース」及び「システム専門職コース」を設

置し、上席年金給付専門職及び上席システム専門職を配置。
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③人材育成の充実

・職員のスキルアップや将来を担う人材の育成を目指すため、平成 28 年 4 月より、職員の民間企業への出向や海外の行政機関への

派遣、大学院への通学、厚生労働省等関係団体との人事交流の拡大などに積極的に取り組むとともに、新卒採用者については採

用初年度に年金事務所の主要 4 業務（厚生年金適用、厚生年金徴収、国民年金、年金相談・給付）を経験させる研修カリキュラ

ムを実施するなど、人材育成の取組を充実・強化。

④非正規職員の活性化

・安定した年金相談体制を確立するため、年金事務所の年金相談窓口業務の専任担当者として、新たに無期転換職員である「年金

相談職員（仮称）」を新設することとし、平成28年9月より募集を開始。

⑤女性の活躍推進

・女性職員が長期的に日本年金機構（以下「機構」という。）で勤務するためのサポート体制を充実させるため、平成 28 年 4 月よ

り女性活躍推進チームを設置するとともに、キャリアデザイン研修やキャリア面談の実施など、積極的な取組を実施。

【情報開示・共有の促進】

（目的）

透明性を確保し、お客様に安心いただける組織づくりのため、情報開示体制を見直すとともに、組織内及び厚生労働省との間の情

報共有を強化する。

（主な取組状況）

○本部と現場間の情報共有の促進

・平成 28 年 4 月より、情報共有のキーマンとして各地域部に地域マネージャーを設置し、組織一体化のための情報共有を促進。
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【その他の取組状況】

①再生プロジェクトの取組状況等の各種会議への報告状況

・再生本部（4月 15 日、6月 3日、7月 29 日）

・アドバイザリーボード（6月 13 日）

・理事会（4月 22 日、5月 27 日、6月 17 日、7月 22 日、9月 23 日）

・運営評議会（7月 8日）

・年金事業管理部会（6月 2日、6月 14 日、6月 30 日、8月 4日）

②再生プロジェクトの職員周知活動

・拠点訪問の実施（幹部及び再生プロジェクト推進室が平成 28 年 9 月末までに通算 70 拠点を訪問）

・本部職員への説明会の開催（合計 340 名参加、10 月以降も実施し全職員へ説明予定）

・取組状況の定期周知（6月末現在及び 9月末現在の取組状況を周知）

・再生本部ニュース（社内報）の発行（4月 28 日、6月 15 日）

・全国年金事務所長・事務センター長会議における説明（4月 16 日）

③再生プロジェクト推進チームの設置

・全拠点に「再生プロジェクト推進チーム」を設置し、再生プロジェクトの浸透及び独自取組の検討を推進する体制を構築（「自ら

考え、自ら改革」の実践の場と位置づけ）

・本部においてもＰＴを設置し、再生プロジェクトを推進するための取組の検討体制を構築

④改革のフォローアップ・効果検証の実施

・拠点職員や本部関係部室の職員の声を重視し、改革事項のフォローアップを随時実施

・職員意識調査やお客様アンケートを活用した改革の効果検証・利益実感の把握手法を検討
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（参考資料）

１．組織改革

○縦割り排除（本部改革）

常勤役員会の
設置

経営上重要な案件内容及び意思決定
過程の共有を図り、また、組織内の縦
割り排除、組織経営に関しての合意の
迅速化、役員間の情報共有を強化し、
効率的かつ安定的な業務運営に資す
ることを目的に設置

・「日本年金機構常勤役員会規程」を制定・施
行（H28.1）
※H28.1.4より、原則として毎週１回開催中
【38回実施】

・会議の議題や運営方法等について継続
的に見直し

縦割りから横
断的組織への
再編（事業企
画部門と事業
推進部門の分
離）

本部の制度別縦割り組織を改め、年
金事務所等の横断的かつ一元管理を
行うための業務運営体制を確立

・H28.4組織再編により、事業企画部門と事業推
進部門の体制確立

・役割分担に偏りがないか、本部と拠点と
の間に支障が生じていないか、フォロー
アップ（必要に応じて、体制や所掌等を見
直し）

現場管理統括
部署の設置

「地域部」を地域別に１５部設置すると
ともに、地域マネージャー１５名を配置
し、本部情報の伝達、現場からの情報
の吸収等を図ることで、年金事務所等
の管理、指導、評価及び全体共有等
を横断的かつ一元的に管理

・H28.4組織再編により、１５地域部設置及び同
部内に地域マネージャーを1名ずつ配置
・地域部長会議の定期開催【4回実施】
・事業推進役報告会の定期開催【4回実施】

・地域部及び地域マネージャーが円滑に
活動が実施できるようフォローアップ

組織のスリム
化・効率化（現
業部門の分
離）

― ― ―

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

常勤役員
会の設置

本部組織
の再編・効

率化

※ ２．業務改革①の「事務センターの業務集約」を参照 
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（参考資料）

１．組織改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○組織一体化（ブロック本部のあり方の見直し）　　　※Ｈ28.4.1付で本部とブロック本部を統合（組織規程を改正）

人事・労務関
係業務の統合

・H28.4組織再編により、人事・労務関係業務を
本部に統合

・人事部門と拠点との連携に支障が生じ
ていないかフォローアップ

経理関係業務
の統合

・経理業務統合後の組織体制案の策定
・統合に伴う効率的・効果的な調達事務の見直
し
・統合に関する職員周知の実施
・地域部経理担当職員の本部（東京）異動
（Ｈ28.9先行異動、H28.10統合完了）
・統合に関する関係諸規程の改正

・統合後、経理業務に支障が生じていな
いかフォローアップ

現場管理・支
援関係業務の
統合

・現場管理・支援業務統合後の組織体制案の
検討
・事業推進セクション（本部地域部・事務セン
ター統括部、地域代表年金事務所等）の役割
の整理
・旧ブロック本部が保有する文書等の移管方法
に関する関係部署との調整
・組織改編に伴う移転計画（移転時期を含む）
に関する職員周知の実施

・現場管理・支援関係業務の統合に伴う
組織体制及び役割の整理
・関係機関との調整及び周知
・現場管理・支援関係業務の統合に関す
る諸規程の改正
・現場管理・支援職員の本部（東京）への
異動（H29.4までに完了）

本部・ブ
ロック本部
の統合

・組織の一体化、意思決定・情報共有
ルートの短縮、人員集約及び効率化を
目的に、地域分散型機能をもつブロッ
ク本部を本部に統合
・ブロック本部の人事・調達等の管理
業務及び現場管理・支援機能を本部
に統合することで、ブロック本部の人
材を糾合・再配置し、本部の人材の強
化を図るとともに、現場力を強化
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（参考資料）

２．業務改革①

○業務改革のための業務集約

モデル事務所
の設置

フルスペック体
制の見直し

年金事務
所の業務
集約

事業実績の向上及び業務の効率化を
図るため、年金事務所の地域性や業
務の専門性を踏まえ、年金事務所の
フルスペック体制を見直し、年金事務
所の徴収・適用対策の機能を集約

・年金事務所の機能集約に関する実施計画を
策定し、職員周知（H28.3） ⇒ モデル事務所とし
て４事務所を選定（新宿、大曽根、大手前、広
島東）
・モデル実施の集約範囲及び時期について職
員周知（H28.5）
・関係団体との調整（協会けんぽ、社会保険協
会連合会、社会保険委員会連合会、社労士会
連合会）（H28.5～6）
・事業所等への周知広報（H28.6～）
・年金事務所の機能集約にかかる実施手順書
を策定し、職員周知（H28.8)
・対象拠点への説明会を実施(H28.8～)
・諸規程の改正(H28.9)
・新宿及び大手前において、厚生年金の適用・
徴収業務の集約のモデル実施を開始(28.10～）

・モデル実施（H29.2～大曽根、広島東）
・平成29年度以降の全体計画の作成

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）
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（参考資料）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

事務センターの
広域集約化の
促進

・事務センターを最終的に３９ヶ所から８ヶ所程
度へ集約する方針を決定
・H28年度事務センターの広域集約実施計画を
職員に周知（３９ヶ所 → ２９ヶ所）（H28.1）
・H28年度実施計画に基づき、組織設置日及び
組織名称等を決定し、職員周知（H28.6）
・実施に向けた準備及び内部組織の整理
・関係団体等への周知広報(H28.6～)
・諸規程の改正(H28.9)
・H28.10集約（埼玉＋長野、東京＋山梨、大阪
広域＋和歌山、広島＋山口）

・H29.1集約（仙台広域＋福島、愛知＋岐
阜＋三重、香川＋愛媛＋徳島＋高知）
・８か所程度集約への全体計画の作成
・H29年度実施計画の策定

中央年金セン
ター（仮称）の
設置
（本部現業部門
の再編及び記
録業務の一部
集約）

・本部現業部門の再編に伴うセンター設置場所
等の事前周知（H28.3）
・中央年金センター設立準備グループを新設
（H28.7)
・本部現業部門の再編にかかる検討状況（事務
連絡）の発出（H28.9）
・官公署等に対する情報提供事務の集約方針
等にかかる関係機関との調整（H28.9～）

・内部組織及び各センターとの役割分担
の検討
・実施計画の策定
・関係機関との調整
・周知広報
・諸規程の改正
・中央年金センター（仮称）の設置、運用
開始（H29.1～）

障害年金セン
ターの設置

・全国集約に向けた実施方針及びスケジュール
案を策定し周知（H28.3）
・障害年金センター設置場所等の事前周知
（H28.3）
・障害年金センター設立準備グループを新設
（H28.7)
・関係機関との調整
・周知広報（H28.7～)
・市区町村における事務処理の変更点を整理
し、職員周知（H28.9)
・諸規程の改正(H28.9)
・障害年金センターの設置（H28.10～）
・H28.10集約（本部障害年金業務部、東京、長
野、山梨、和歌山、山口）

・H29.1集約（福島、三重、岐阜、徳島、高
知、愛媛、香川）
・H29.4全国一括集約の実施

事務セン
ターの業
務集約

・全国４０事務センター（Ｈ27.12末時
点）については、地域単位で同種同様
の事務処理を行っており、事務の効率
化・合理化及び標準化の観点から事
務センターの統合・集約をより一層促
進

・本部現業部門の再編及び事務セン
ターの記録業務の一部を集約し、組織
のスリム化及び業務の効率化を図る。

・とりわけ本部及び４０事務センターで
行っている障害年金業務については、
障害認定事務の統一や業務の効率化
等を進めるため、早期に業務集約
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（参考資料）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○業務の改廃・外部委託化・システム化

業務削減会議
の設置

機構の本部、年金事務所及び事務セ
ンターの業務内容について、その必要
性や効果検証を行うため、外部有識
者を含めた業務削減会議を設置し、業
務の効率化・合理化に向けた方策を
検討

・第１回（H28.4.19）：当面の議題選定等
・第２回（H28.5.17)、第３回（H28.6.21)：お客様へ
の発送物（通知書、パンフレット等）の見直し等
・再生プロジェクト推進室に業務改革第３グ
ループを新設（H28.7）し、事務局の体制を強化
・第４回（H28.7.19）：お客様への発送物（通知
書、パンフレット等）の見直し
・第５回（H28.9.26）：国年保険料収納対策につ
いて

・引き続き機構業務全般について審議予
定（原則、毎月開催）

非現業業務の
外部委託化

事務の効率化・コスト削減を図るた
め、民間企業等の動向も踏まえつつ、
本部の非現業業務について外部委託
の拡大を検討

・給与関係事務に係る情報提供依頼に基づく業
者ヒアリングの実施
・旅費関係事務に係る情報提供依頼に基づく業
者ヒアリングの実施
・外部委託方針の決定

・職員周知
・調達仕様書及び委託要領の作成
・調達手続
・外部委託の実施（H29.4～）

事務の簡素化

・業務への影響や見直し後の事務処理につい
て関係部署へのヒアリングを実施
・障害基礎年金関係届書の一部について、障
害年金センターへの直送を開始（H28.10～）
※他の届書等については、中央年金センター
（仮称）の設置（Ｈ29.1～）に合わせて整理

・マニュアルの改正
・年金事務所、事務センター、中央年金セ
ンター(仮称）の役割分担の整理
・職員周知

事務のシステム
化

【事務処理の電子化】
・業務・システム刷新をH29.1から段階的に実施
するための準備
【事蹟管理のシステム化】
・徴収事蹟のデータ化について関係部署との調
整開始

【事務処理の電子化（H29.1～）】
・職員研修
【事蹟管理のシステム化（H30.1～）】
・徴収事蹟のデータ化にかかる基本方針
の作成

業務削減
会議の設
置・運営

事務センター・年金事務所の多様な業
務のうち、事務処理工程を簡素化でき
るもの又は電子化・システム化が可能
なものを精査し、事務の省力化・効率
化・適正化を図る
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（参考資料）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○お客様サービスの向上

予約制の拡充

全国の年金事務所の相談窓口の予約
制を拡充し、事前にお客様の年金記
録や年金見込額試算等を準備すると
ともに、過去の相談事蹟を確認してお
くことで、窓口の相談対応がスムーズ
になり、より円滑かつ丁寧なお客様対
応を実現

・年金相談予約の実態調査の実施(H28.6)
・お客様アンケートの実施(H28.6)
・年金相談の予約制の拡充に関する実施計画
案の策定及び意見照会の実施(H28.8)
・関係団体等への周知広報（H28.9)
・実施計画の職員周知（H28.9)
・相談予約の実施要領の策定及び職員周知
（H28.9)
・年金相談の予約を全国の年金事務所に拡大
（H28.10～）

・お客様対応業務システムの改修
（予約管理機能の追加）

チャネルの企画
管理体制の確
立

お客様サービスの充実を図るため、お
客様チャネルを一元的に企画・管理す
る部署を設置

・H28.4組織再編により、事業推進統括部（新
設）をお客様チャネルの企画管理体制の部署と
して設置

・お客様チャネルの企画・管理のあり方を
継続的に見直し

事務所分室の
設置

お客様とのアクセスポイントを拡大す
るなどお客様の利便性を向上させる取
組を実施

・年金事務所、分室、街角の年金相談センター
のあり方、設置場所等について検討

・事務所分室の設置基準の策定
・事務所分室の設置（H29.10以降、段階
的に実施）

テレビ電話相談
の設置

現在、離島などの遠隔地に居住される
方については、出張相談（月１回程度）
で年金相談を実施しているところであ
るが、日時が限定されているため、出
張相談日に相談に行けない場合でも、
お近くの場所で相談が受けられるよう
に「テレビ電話相談」を開設

・民間企業や官公庁における導入事例の確認
及びヒアリングの実施
・情報提供依頼に基づく業者ヒアリングの実施

・市町村に対して依頼するアンケート内容
の検討
・「テレビ電話相談」のモデル実施
（H29.10）

ねんきんネット
の拡充

お客様サービスの充実や事務の効率
化を図るため、ねんきんネットの機能
を拡充

・実施に向けたシステムへの影響調査を開始

・セキュリティー対策の整理
・システム基本計画書の策定
・システム開発に向けた調達手続き
・システム開発

年金相談
の充実

お客様
チャネル
の拡充

12



（参考資料）

２．業務改革①

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○人員配置の適正化

業務量調査と
業務区分の明
確化
（派遣職員等の
活用）

・業務量調査実施計画書（事務センター分）の
決定(H28.3)
・職員周知（H28.3)
・業務実態調査の実施（H28.3～）
・実測（ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ)調査の実施（H28.6～）
・業務実態調査（事務センター分）結果による
データ検証
・業務実態調査（事務センター分）結果による業
務量算出(H28.9)

・事務センター分の業務区分と適正人員
の算出
・事務センターの人員の再配置（H29.4）

業務量調査と
業務区分の明
確化
（派遣職員等の
活用）

・業務量調査実施計画書（年金事務所分）の決
定(H28.5)
・職員周知（H28.5)
・業務実態調査の実施（H28.6～）
・業務実態調査（年金事務所分）結果による
データ検証

・業務実態調査（年金事務所分）結果によ
る業務量算出
・年金事務所分の業務区分と適正人員の
算出
・年金事務所の人員の再配置（H29.4）
（事務センターに合わせて前倒しを検討）

事務セン
ターの
適正配置

・拠点の人員配置状況や職種（正規・
非正規）ごとの業務内容にばらつきが
あることから、業務量調査を実施し、
適正人員の配置及び業務区分の明確
化を行うための仕組みを構築
・効率化・合理化策による人員効果と
業務量調査の結果を踏まえ、各拠点
に正規・非正規職員を適正に配置
・更に、機構の基本計画を念頭に置き
つつ、将来にわたって人員計画が立て
られるよう継続的な適正人員の配置を
検討

年金事務
所の
適正配置

13



（参考資料）

３．業務改革②～ルールの設定・徹底

○ルールの設定

「５割」削減に
向けた新ルー
ルの策定

「指示・依頼」の発出要件を見直し、新
ルールを策定

・「指示・依頼」の発出要件を見直す新ルールを
策定し、運用開始（H28.4～）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行（H28.9）

本部以外の
「指示・依頼」
発出権限の廃
止

ブロック本部・事務センターの「指示・
依頼」の発出権限を廃止し、発出件数
を削減

・ブロック本部及び事務センターの「指示・依頼」
の発出権限を廃止（H28.4～）

現場管理統括
部署による事
前審査

現場に近い現場管理統括部署が、新
ルールによる指示を発出前に審査す
ることによって、不要・不急の発出を防
止

・事業推進統括部品質管理室による事前審査
開始（H28.4～）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行、見直し
後のルールによる事前審査を実施（H28.9）

「５割」達成に
向けた検証

新ルールによる指示の発出件数を確
認し、「５割」削減の達成状況を検証

・事業推進統括部品質管理室にて検証を開始
（H28.4～）
・「５割」削減の達成状況について、第１四半期
の状況を検証

マニュアル担
当部署の設置

本部内に年金業務・年金制度に精通
した職員を配置したマニュアル担当部
署を設置し、マニュアル一元化後の統
一マニュアルのメンテナンスを一括し
て管理

・マニュアル一元化ＰＴ要員の一部を先行異動
し、マニュアル一元化作業計画を決定（Ｈ28.1）
・再生プロジェクト推進室にマニュアル一元化Ｐ
Ｔ体制を確立（13名体制）（Ｈ28.4）
・事業推進統括部品質管理室に現行マニュア
ルを管理する担当部署を設置（Ｈ28.4）

・管理体制の整理（人員、業務所掌）、方
針の策定
・統一マニュアル管理体制を確立（H29.4）

マニュアル統
合作業の実施

業務処理や入力方法など複数に分か
れたマニュアルの一元化作業を進め
るため、本部内にマニュアル一元化Ｐ
Ｔを設置し、マニュアル統合作業を実
施

・統一マニュアルの作成作業着手（Ｈ28.4）
・統一マニュアル案の意見照会の実施（1回目）
（Ｈ28.8）

・統一マニュアルの作成作業
・統一マニュアル案の意見照会
・統一マニュアルによる運用開始（H29.4
～）

「指示・依
頼」発出件
数の削減

・「指示」の発出状況と現場実態に関する
継続的な検証、本部担当部署へのフィー
ドバックを実施

・「指示」「事務連絡」の発出状況について
継続的に確認及び検証を実施

マニュアル
の一元化

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（H２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）
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（参考資料）

３．業務改革②～ルールの設定・徹底

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（H２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

標準化作業
（地域差の解
消）の実施

全国の拠点で、同じ処理手順で処理を
進めることができるよう、マニュアル内
容の標準化を実施

・業務処理手順の地域差実態調査の実施
（H28.3）
・業務支援ツールの検証の実施、システム担当
部署へツールの再作成を依頼（H28.3）
・業務処理手順の地域差実態調査結果につい
て、関係部署へ標準化の確認作業を依頼
（H28.8）

・業務処理手順の地域差実態調査結果
について、関係部署の標準化の確認結
果を踏まえ、順次マニュアルへ取込む作
業を実施
・再作成した業務支援ツールについて、
操作手順の内容を順次マニュアルへ取
込む作業を実施

「指示・依頼」
等に関する総
点検作業の実
施

必要な処理手順を全てマニュアル化
するため、過去の「指示・依頼」等の取
込漏れの点検を実施

・過去の本部発出分の「指示・依頼」等の点検
の実施（H28.4）
・過去のブロック本部発出分の「指示・依頼」等
の点検の実施（H28.6）
・国からの通知の点検の実施（H28.6）
・疑義照会の点検の実施（H28.6）
・過去のブロック本部発出分の「指示・依頼」等
の点検結果について、関係部署へ確認作業を
依頼（H28.8）

・マニュアル改訂が必要と判断した過去
の本部発出分の「指示・依頼」文書につい
て、関係部署の確認結果を踏まえ、順次
取込作業を実施
・マニュアル化の検討が必要と判断した
過去のブロック本部発出分の「指示・依
頼」文書について、関係部署の確認結果
を踏まえ、順次取込作業を実施
・マニュアル掲載漏れの国からの通知に
ついて、順次取込作業を実施
・マニュアル掲載漏れの疑義照会につい
て、順次取込作業を実施

マニュアルメ
ンテナンス手
法の確立

マニュアル内容の標準化を図っていく
ためのメンテナンス手法を検討し、基
準を策定

・事業推進役の活動内容として、地域部を通じ
てマニュアル改善提案を行うことを整理
・マニュアルメンテナンス手法について関係部
署と打合せを実施
・マニュアル電子化の実施計画案を策定

・統一マニュアルに関するメンテナンス基
準の整理、実施方針の策定
・マニュアル電子化の実施計画を確定
・統一マニュアルに関するメンテナンス基
準の確定（H29.4）

機構本部職員
が利用する要
領に関する管
理体制の検討

機構本部職員が利用する要領につい
て、一元的な管理体制を検討

・本部現業部門の関係部署と要領の管理等を
検討

・本部現業部門の再編に合わせて、要領
の管理の検討・整理
・本部現業部門の再編に合わせて、要領
の管理体制の確立

マニュアル
の一元化
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（参考資料）

３．業務改革②～ルールの設定・徹底

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（H２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○ルールの徹底

責任部署・責
任体制の確立

確実なルール遵守の仕組みを構築す
るため、ルールを徹底する責任部署を
明確化すると共に体制を確立

・ルール徹底の責任部署及び責任体制を確立
（地域マネージャーの設置及び活動開始）
（H28.4～）
・指示文書の理解度チェックの実施及び結果の
検証（H28.7）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行、見直し
後のルールの徹底（H28.9）

・ルール徹底が図られているか継続的な
フォローアップ
・継続的な理解度チェックの実施及び結
果の検証

伝達担当者の
設置

確実なルール伝達の仕組みを構築す
るため、各拠点の各課（室）・グループ
に伝達担当者を設置

・拠点に伝達担当者を設置（H28.4～）
・「指示等実施要領」の一部改正・施行、見直し
後のルールによる伝達業務の明確化（H28.9）

・伝達担当者の取組状況など継続的な
フォローアップ

情報発信ルー
ルの見直し

ルールとして徹底すべき指示やその
他の連絡について、処理漏れが発生
しないよう、機構ＬＡＮポータルへの掲
載方法など、情報発信方法の見直しを
実施

・再徹底が必要な過去の「指示・依頼」等の選
別と再徹底策の基本方針の策定（H28.6）
・機構ＬＡＮポータルへの掲載方法の見直しによ
る情報発信の実施（H28.7）

・機構ＬＡＮポータルの更改時期を見据
え、更なる機能向上策の検討
・再徹底が必要な過去の「指示・依頼」等
の確定と再徹底の実施

ルール徹
底を行う責
任部署の
明確化

処理漏れ
を発生させ
ないルー
ル作り
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（参考資料）

４．人事改革

○人事の体制

一般職等の人事異動権限はブロック
本部長に権限を委任しているため、組
織一体化に向けた職員意識の醸成、
一元的な若手人材の発掘登用に支障
があり、現行の人事権の地域分散型
では、人材の糾合に十分な舵取りが
難しいため、人事権を本部に一元化

・H28.4組織再編により、人事・労務関係業務を
本部に統合
・人材育成を体系的に行うため、各地域別に実
施していた研修を整理し、人材開発部に引き継
ぎ
・有期雇用職員の採用事務を本部に集約し、全
拠点一律の取り扱いとすることにより、事務作
業を効率化
・H28.10.1付で、本部一元化後初めての定期人
事異動を実施

・拠点との連携についてフォローアップ
・研修の運用状況についてフォローアップ
・「人の顔を見た人事」の徹底

○人事評価

役員への評価
の厳格化

役員の評価を厳格に実施 ・H27年度上期評価（下期賞与）より厳格化 ・H28年度も引き続き厳格に実施

意欲・実績とも
に低い職員へ
の厳正な対処

意欲と能力のある職員の業務に対す
るモチベーションを下げる要因となって
いる「意欲実績ともに低い職員」に対
し、厳正に対処することにより組織が
一体となって業務に取り組める環境を
構築

・降格基準を見直し（H28.3）、新基準による運用
開始（H28.4～）
・降格の実施（H28.7）
・降格基準の見直しに伴う人事管理規程の改
正及び評価結果の降給への反映に伴う職員給
与規程の改正（H28.10）

・能力改善プログラムの実施と効果検証

360度アセスメ
ントの導入

管理職に対する「マネジメントの質の
向上」と「行動の自己改善の促進」を
促すため、管理職を対象に、多面的な
視点（上司、同僚、部下）からのアセス
メントを実施

・H28年度のアセスメント対象者は本部部（室）
長及び拠点長として導入することを決定し、職
員周知（H28.3）
・360度アセスメントの実施を職員に周知し、被
観察者と観察者に対するアセスメントを実施
（H28.9）

・アセスメントの結果を分析し、11月下旬
に対象者へフィードバック
・H29年度以降の対象者について検討

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

人事権の本部一元化
（ブロック本部人事の廃
止）

信 賞 必 罰
の 人 事 評
価
（評価の厳
格 化 及 び
意欲・実績
ともに低い
職 員 へ の
厳 正 な 対
処）
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（参考資料）

４．人事改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○人事制度の見直し

ゼネラリストと
専門職のキャ
リアパスの提
示

ゼネラリストの育成に重点が置かれ、
専門性の高い職員の育成を目指した
キャリアパスが設計されていないた
め、職員一人一人が将来像を描きにく
く、目標をもったキャリア形成や専門性
の蓄積が行いにくいことから、ゼネラリ
スト・スペシャリスト別のキャリアパスを
提示し、職員の意識高揚を図る

役員を展望で
き る キ ャ リ ア
パスの提示

・外部機関や厚生労働省との人事交
流を含む長期的な人材育成プランを
提示するとともに、有能な人材につい
ては、役員やそれに準ずるポストを展
望できるキャリアパスを提示し、職員
の意識高揚を図る
・今後の全国異動について、組織一体
化及び全国拠点網維持のため、拠点
相互間の異動に加え、本部拠点間の
人事異動を促進するとともに、現行の
全国異動ルールを見直し

キャリアパ
ス・全国異
動ルール
の提示

・新たなキャリア形成に向けた取組の概要につ
いて職員周知（H28.3）
・全国異動の新たなルールについて職員周知
（H28.3）
・「平成28年度職員意向調査」を実施し、新たな
本拠地登録、希望業務及び転居を伴う異動に
配慮すべき個別事情を確認
・新たなキャリア形成の全体像をキャリアパター
ン（案）として職員周知（H28.6）
・専門職コースの詳細について職員周知
（H28.7）
・専門職コースにかかる意向調査を実施
（H28.7）
・専門職コース設置に伴い、人事管理規程を改
正するとともに、専門職制度実施要領を制定
（H28.10）
・上席年金給付専門職及び上席システム専門
職を任用（H28.10）
・H29.4の登用に向けた年金給付専門職の募集
を開始（H28.10）

・H28.10に任用する上席年金給付専門職
の登用時の研修を人材開発部、事業推
進統括部等と連携して検討・実施
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（参考資料）

４．人事改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

管理職への若
手登用の促進
（管理職登用
ルールの見直
し）

・優秀な若手職員を早期から管理職に
登用し、強いリーダーシップを発揮でき
る管理者を育成し、管理職全体の質
の向上を図る
・管理職登用時の全国異動条件を見
直し

・管理職登用時の全国異動条件を見直し、職員
周知（H28.3）
・管理職登用試験の受験対象者基準を見直し、
職員周知（H28.6）
　①より優秀な者を登用するため能力評価によ
　 　る応募条件の見直し
　②30歳代の若手登用の拡大
・新ルールによる管理職登用試験の実施
（H28.7）

・選抜試験の実施（H28.11）に向けた管理
職登用試験実施要領の改正
・新ルールによる管理 職登 用の 開始
（H29.１～）

管理職への若
手登用の促進
（ライン管理の
見直し）

フラット型組織とライン型組織の機能
特性に合わせた組織の見直しを行い、
拠点にライン型の組織を導入すること
で、管理職の負担を軽減するととも
に、将来の管理職を育成するため、若
手職員の早い段階から管理職を意識
させる仕組みを構築する

・新役職（課長代理等）の業務内容や任用基準
の検討を実施

・新役職（概要）について職員周知
・就業規則等改正手続き
・新役職の設置（H29.4～）

役職と資格の
関係見直し

本部ポストと拠点ポストに資格の格差
があり、拠点の優秀な者が上位職に
たどり着けない仕組みとなっていること
から、国民接点重視の観点から年金
事務所長、事務センター長に登用する
人材は高く評価するため、役職と資格
の関係を見直す（これにより本部・拠
点の区分なく優秀な幹部職員は、拠点
長を経験）

・役職（ポスト）と資格（グレード）の関係整理
・資格引上げを行う拠点長ポスト案の策定

・役職（ポスト）と資格（グレード）の関係見
直し
・資格引上げを見据えた人事異動
・資格引上げの実施（※組織の見直しに
合わせて実施）
・職責に応じた管理職手当の見直し

キャリアパ
ス・全国異
動ルール
の提示

19



（参考資料）

４．人事改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

新卒採用者の
人材育成の充
実

若手職員のキャリア形成は、採用後８
年間に年金事務所で主要４業務を経
験させることを原則としているが、計画
的な主要４業務の経験が徹底されて
いない状況が見受けられることや今後
は早い段階で本部を経験させることを
踏まえ、採用初年度に主要４業務を経
験させることにより、職員の成長を促
進

・新キャリア形成の策定及び職員周知（H28.3）
・新入構員現場研修（新ジョブローテーション）
の開始（H28.4.28～）
・次月以降の研修において参考となる新入構員
からの意見等を拠点長等へ情報提供（H28.6
～）

・運用状況についてフォローアップ
・新ジョブローテーションの実施効果を検
証（アンケートを実施）

若手・中堅・管
理職の研修制
度の充実（外
部 機 関 、 海
外、学校）

職員のキャリアパスに応じた効果的な
研修が構築されておらず、自らの役割
を自覚する機会が少ないことを踏ま
え、職員が希望とやりがいを持ってス
キル向上に努めるよう、多様な研修制
度を採用

管理職育成プ
ログラムの導
入

現在の業務スキル向上を中心とした
研修体系に加え、民間企業との人事
交流や体験学習を組み込み、直に体
験することにより管理者としての意識
を醸成するためのプログラムを導入

人材育成 ・H28年度研修計画を策定し、職員周知（H28.3）
・全国統一の研修制度を企画し、統一的・体系
的な研修体系を整備するため、人材開発部を
設置（H28.4～）
・民間企業への出向及び海外政府への職員派
遣を新たに実施するとともに、厚生労働省との
人事交流を拡大（H28.4～）
・外部研修実施要領を制定（H28.9）
・大学院への通学を新たに実施（H28.9～）
・大学研究機関への出向を新たに実施（H28.10
～）

・多様な研修制度の採用
　（企業が開催する研修への参加）
・運用状況についてフォローアップ
・Ｈ29年度に向けた研修計画の検討
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（参考資料）

４．人事改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

働く意欲に結
びつく、メリハ
リのついた評
価と処遇の実
現

現行の評価分布は、5段階の中心（Ｂ
評価）にウエイトが集中しており、能力
を発揮しても、しなくても処遇に差がつ
きにくい仕組みとなっていることから、
働く意欲に結びつくメリハリのある処遇
を実現

成果とプロセ
スのバランス
のとれた評価

公平、公正、納得性の高い人事評価
制度とするため、現行の人事評価体
系において問題とされる、評価項目、
評価方法を見直し

役職定年制度
と早期退職募
集制度の導入

６０歳定年まで管理職で勤務し続ける
ため高年齢化していることや、そのこと
が優秀な若手職員の登用を阻害して
おり、定年まで保障されている職場で
あるという認識が管理職の危機感を失
わせ、それにより管理職としてのパ
フォーマンスの低下などが見られるこ
とから、管理職全体の若返りを図り、
優秀な若手職員を早期に登用すること
により、管理職の新陳代謝を早め組織
の活性化を図る

・役職定年制度及び早期退職募集制度の導入
に向けた検討を実施

・役職定年制度の方針決定及び職員周
知、諸規程の新設及び実施（H29.4～）
・早期退職募集制度の方針決定及び職
員周知、諸規程の新設及び実施（H30.3
～）

諸手当のあり
方の検討

全国拠点網維持のために全国異動を
促進する必要があることから、地域調
整手当等諸手当のあり方を検討

管理職と一般
職との給与逆
転現象の解消
に向けた見直
し

時間外勤務手当を含めると一般職の
給与が容易に管理職を超える現状が
管理職への登用意欲を減退させてお
り、組織一体化の弊害要因となってい
ることから、一般職の時間外勤務手当
を含めた給与が容易に管理職を超え
ないよう給与制度のあり方を検討

組 織 活 性
化（お客様
の た め に
努 力 す る
職員を高く
評 価 す る
など）

・人事評価制度（評価分布、評価結果の反映
等）を見直し、職員周知（H28.3）
・新制度による運用開始（H28.4～）
・評価者に対する研修の実施（H28.4～5）
・新制度による上期評価の作業開始（H28.9～）

・評価への意見・相談に対する適切な対
応の検討
・運用状況についてフォローアップ

給 与 の あ
り 方 の 検
討

・時間外勤務管理及び給与制度のあり方の検
討を実施

・給与制度のあり方について、見直し案を
作成、方針決定
・就業規則改正手続き
・給与制度の見直し（H29年度以降順次
実施）
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（参考資料）

４．人事改革

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

位置付けの明
確化と育成

特に年金事務所の窓口業務について
はスキル維持が必要であることから、
年金相談等の専門的業務について非
正規職員を無期転換し、業務スキルを
確保するとともに、地域に根ざした職
員として配置することにより、業務の安
定を確保

・無期化職員の位置づけや定員枠を検討
・非正規職員の業務範囲を整理し、新たな職種
（年金相談職員（仮称））の位置づけの方針決
定
・年金相談職員（仮称）の業務範囲等について
職員周知し、募集を開始（H28.9）

・就業規則改正手続き
・年金相談職員（仮称）を設置（H29.１～）

評価の導入と
処遇の改善

専任担当者として育成するほか、新た
な給与体系（月給）や人事評価を導入
し、処遇に反映させることによりモチ
ベーションの向上を図り、希望とやりが
いをもって業務に従事できる環境を確
保

・非正規職員の評価制度や処遇等の具体的検
討を実施し、年金相談職員（仮称）の評価制度
の導入や処遇等の方針決定
・年金相談職員（仮称）の処遇等について職員
周知（H28.9）

・年金相談職員（仮称）の評価制度につい
て具体的な内容を検討
・就業規則改正手続き
・人事評価制度を導入（H29.４～）

長期的な女性
管理職比率の
設定

女性職員が長期的に機構で勤務する
ためのキャリアパスがイメージしづらい
状況となっているため、女性の管理職
登用について、今後管理職となる年代
の女性職員数と退職等による減員を
加味した長期的な目標値を設定し、女
性管理職の登用を推進

・女性役員の内部からの登用（H28.1.1付）
・H27年度の女性管理職比率の目標値（13%）を
達成（13.2%）
・H28年度の女性管理職比率の目標値（13.5%）
を設定し、労働局に提出（一般事業主行動計画
の策定）及び職員周知（H28.3）
・女性管理職比率を機構ＨＰに公表し、職員周
知（H28.4～）

・女性管理職比率の目標達成に向けた取
組
・一般事業主行動計画改定案の策定
（H29年度以降の目標）

活躍分野の拡
大と育成プロ
グラムの確立

女性職員育成プログラムを策定し、
キャリアを継続できる取組（子育て支
援など）を推進し、女性職員の意識改
革を図る

・女性職員を長期的にサポートする専門チーム
を設置（H28.4～）
・女性職員のための育成プログラム、研修計画
の策定（キャリアデザイン研修、女性リーダー研
修、キャリア面談）
・管理職ポストの検討を実施
・「平成28年度職員意向調査」において「子育て
期間申告」を開始
・キャリア面談の実施（H28.5～7）
・キャリアデザイン研修の実施（H28.8～9）

・女性リーダー研修の実施（H28.10)
・女性職員のための育成プログラムの実
施
・専門職を活用した管理職ポストの拡大
を検討

非 正 規 職
員 の 活 性
化

女 性 の 活
躍推進
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（参考資料）

５．情報開示・共有の促進

○情報開示の促進

情報開示の担
当理事の設置

・情報開示担当理事（特命担当）を設置（H28.1）

情報開示の担
当部署の設置

・リスク統括部（新設）を情報開示担当部署とし
て事務分掌を整理（H28.4）

モニタリングと
監査の実施

届書等の受付進捗管理システム、お
客様対応業務システムなどの各種情
報等をモニタリングし、問題点を早期
に把握する仕組みを構築するととも
に、その情報に基づき監査を行うこと
で、事象を洗い出し

・リスク統括部（新設）においてモニタリングの運
用開始（H28.4～）

・運用状況についてフォローアップ

情報開示規程
の策定

国民の信頼を確保するため、機構の
情報開示の促進に向けた核となる
ルールとして、情報開示規程を新たに
定め、案件把握から開示までの手続き
等を明確化

「悪い知らせ」
の報告を促す
ルールの確立

役職員は情報を適時適切に伝達・報
告する責務を有する旨を規程で明確
化

情報開示
ルールの
見直し・規
定化

・情報開示規程の制定・運用開始（H28.5.27制
定・施行）

・新規程に基づき運用
「悪い知ら
せ」の報告
を促すよう
制度を見
直し

情報開示
の担当部
署と担当
理事の設
置

情報ルートの縦割りを排除するため、
新たに情報開示担当理事及び担当部
署を設置

モニタリン
グシステム
の構築と
監査機能
の活用

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

・引き続き、情報の把握・調査・情報開示
を統括
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（参考資料）

５．情報開示・共有の促進

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○組織一体化のための情報共有の促進

責任体制の明
確化

本部と現場間の情報共有の促進のた
め、情報共有のキーマンとして地域マ
ネージャーを設置

・地域マネージャーの設置及び活動開始（H28.4
～）

・運用状況についてフォローアップ

ＴＶ会議システ
ムの導入

理念や方針が現場の隅々まで浸透す
ることで、役職員一体となって業務に
取り組む体制を構築し、組織としての
一体感を醸成するための情報共有
ツールとしてＴＶ会議システムを導入

・ＴＶ会議システムを利用する会議体の洗い出
し
・情報提供依頼に基づく業者ヒアリングの実施
・導入方針の決定

・ＴＶ会議システムの導入準備
・ＴＶ会議システムの利用開始（H29.4）

報道発表事項
等の即日伝達

報道発表事項、マスコミ等に取り上げ
られた事項については、お客様からの
照会対応を円滑に行えるよう原則とし
て即日、現場へ概要等を連絡

・報道発表事項等の即日伝達を開始（H28.1～） ・運用状況についてフォローアップ

現場からの日
次での業務報
告の実施

現場（年金事務所及び事務センター）
における日々の業務状況を本部が把
握するため、日次での業務報告を実
施

・現場からの日次での業務報告を開始（H28.4
～）

・運用状況についてフォローアップ

本部内の情報
共有の責任体
制、ルールの
確立

組織一体となって業務に取組むよう情
報の集約化を図るため、本部内の情
報共有の責任部を経営企画部と位置
付け、主要課題等についての各部の
対処状況を常勤役員会に報告する体
制を確立

・経営企画部を責任部とした本部内の情報共有
体制を確立（H28.1～）

・運用状況についてフォローアップ
本部内の
情報共有
の徹底

本部と現
場間の情
報共有の
促進

現場から
の日次で
の業務報
告の実施
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（参考資料）

５．情報開示・共有の促進

日本年金機構再生プロジェクト取組状況等（Ｈ２８．９．３０現在）

事  項 対応方針 これまでの取組状況 今後の取組（予定）

○厚生労働省との情報共有

共有体制の確
立

年金局と機構との間で問題を共有す
る意識の醸成を図るため、組織的に継
続して取組むべき課題の進捗管理表
を作成し共有するとともに、年金局と
機構の幹部による定例連絡会議で報
告

・組織的に継続して取組むべき課題の進捗管
理表の年金局との共有を開始（H27.10～）

・進捗管理表の共有を継続

日常的な報
告・連絡・相談
ルールの明確
化

年金局と機構との間で問題を共有す
る意識の醸成を図るため、役員等幹
部を含めたそれぞれのレベルでの報
告・連絡・相談ルールを明確化

・役員等幹部を含めたそれぞれのレベルでの報
告・連絡・相談ルールを策定・実施（H27.10～）

・ルールに基づく共有体制を継続

人事交流の拡
大

年金局と機構との間で問題を共有す
る意識の醸成を図るため、年金局職
員と機構職員の相互の人事交流を拡
大

・年金局職員と機構職員の相互の人事交流の
拡大を実施（H27.10～）

・人事交流を継続的に実施

厚生労働
省との情
報共有の
強化
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Ⅱ 情報セキュリティ対策の実施状況
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Ⅱ．情報セキュリティ対策の実施状況

概 要

○情報セキュリティについては、インターネットからの攻撃をはじめとする情報セキュリティ上の脅威に対して強固な情報セキュリテ

ィシステムを構築するとともに、実効性のある対応体制を構築することにより、お客様の重要な個人情報の保護を確実に行うため、

組織面、技術面、業務運営面の 3つの観点から対策を強化することとし、平成 28 年度からの 3年間を集中取組期間として対策を推進

しているところであるが、平成 28 年 9 月までのところ、対策は概ね計画通り進展している。

○一方、この間に、年金個人情報に関する情報セキュリティ対策の実施状況及び年金個人情報の流出が機構の業務に及ぼした影響等に

ついて、会計検査院の検査も行われ、12 月 16 日に国会報告がなされているところ。この中でより一層の体制整備等の必要性につい

てご指摘をいただいている。（資料 1－2参照）

平成 28 年度上半期の主な取組状況及び今後の予定

【組織の一体性の確保（組織面）】

（目的）

組織の一体性を確保し、実効性のある情報セキュリティ対策を実現するための体制を構築する。

（主な取組状況）

①最高情報セキュリティアドバイザーの設置

・情報管理対策本部及び最高情報セキュリティ責任者（CISO）が情報セキュリティ対策の推進に係る意思決定を行う際に、高度の

専門知識・経験に基づき助言や支援を行う最高情報セキュリティアドバイザーを平成 28 年 4 月１日に設置。
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②情報セキュリティ対策専門支援業者の調達

・情報管理対策本部、情報管理対策室及び機構 CSIRT の運営並びに施策等の網羅性及び有効性等の向上を目的として、情報セキュ

リティ専門家の立場から支援を行う情報セキュリティ対策専門の支援業者を平成 28 年 4 月１日に設置。

③情報セキュリティ対策推進グループの新設

・情報管理対策室の体制を強化するため、情報セキュリティ対策推進グループを平成 28 年 7 月 19 日に新設。

④情報セキュリティ対策連絡会議及びワーキンググループの設置

・厚生労働省及び日本年金機構が連携して、機構における情報セキュリティ対策を恒常的に推進するため、平成 28 年 8 月 26 日に

情報セキュリティ対策連絡会議及びワーキンググループを設置。

【システム上の対策（技術面）】

（目的）

年金個人情報に対して攻撃が及ばないシステムとするため、独立したインターネット環境を構築し、年金個人情報を管理・運用す

る領域を基幹システムに限定するとともに、機構ＬＡＮシステムからのアクセス制限による分離を徹底するなど、情報システムのリ

スク評価・分析結果を踏まえ、各システムの入口・内部・出口の多重の防御対策を実施する。

（主な取組状況）

①年金個人情報等専用共有フォルダの新設

・年金個人情報専用の共有フォルダを機構ＬＡＮシステムから遮断された基幹システムの領域に構築し、そこで年金個人情報を管

理・運用することとし、新たに年金個人情報等専用共有フォルダを平成 28 年 10 月 3 日に設置。

②暗号化・復号用ＰＣ（検疫ＰＣ）の設置

・適用事業所からの適用関係届書や市区町村からの所得情報等の電子媒体の暗号化（パスワード設定）に対応し情報保護を強化す

るため、平成 28 年 3 月から順次、事務センターに暗号化・復号用ＰＣを設置し、9月には全年金事務所にも設置。

・今後、当該ＰＣに未知のウィルス検知機能を追加して、外部機関からの電子媒体はこのＰＣでセキュリティチェックを行うこと

を検討。
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③独立したインターネット環境の構築

・新たに構築するインターネット環境は、年金個人情報に対してインターネットからの攻撃が及ばないよう、基幹システム及び機

構ＬＡＮシステムから分離独立。平成 28 年 3 月、必要なセキュリティを確保したうえで、暫定的に本部に数台のインターネット

専用端末を設置し、ＷＥＢ閲覧に限定してインターネット接続の検証開始。現場の業務への適合を確認しつつ検証範囲を段階的

に拡大。

・平成 29 年度に本格実施として、インターネットメールを含め再開。

【業務運営上の対策（業務運営面）】

（目的）

情報セキュリティに関する役割・責任・権限を明確にするとともに、役職員の危機意識の向上、運用ルールやインシデント発生時

の対処手順の徹底を図るため、情報セキュリティポリシーの整備及び職員研修の充実を図るとともに監査体制を整備する。

（主な取組状況）

①情報セキュリティポリシー等の整備

・情報セキュリティポリシーに関する諸規程の理解を深めるため、情報セキュリティ関係諸規程にかかるＱ＆Ａを、平成 28 年 6 月

29 日に指示文書を発出。

・情報セキュリティポリシーについて、実態に見合った内容とするため、平成 28 年 8 月 10 日に改正。

・平成 28 年 8 月 31 日の政府統一基準改定等を受けて、11 月 30 日に情報セキュリティポリシー等を改正。

②教育・訓練の充実

・情報セキュリティ対策の手引きについて、照会が多い事項や自己点検・理解度テストの結果等を反映し、平成 28 年 9 月 6 日に指

示文書を発出。

・情報セキュリティ関係諸規程及び情報セキュリティの重要性を理解させるとともに、情報セキュリティ水準の適切な維持を図る

ため、平成 28 年 4 月から 7月の間に、各拠点において全職員を対象とした情報セキュリティ研修（第 1回）を実施。
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・情報セキュリティ対策の重要性を再認識するとともに、7月下旬から発出している指示・事務連絡の周知徹底を図り、個人・組織

レベルの情報セキュリティ対策が適切に実践されるよう、平成 28 年 9 月に、各拠点において全職員（派遣職員を含む）を対象と

した情報セキュリティ研修（第 2回）を実施。

・情報セキュリティポリシーの改正を受け、平成 29 年 1 月に、各拠点において全職員（派遣職員を含む）を対象とした情報セキュ

リティ研修（第 3回）を実施予定。

・インシデント発生時に、機構の発生拠点から厚生労働省に至る一連の連絡体制について、インシデントの重要度を適切に判断し

てエスカレーションできるか、あらかじめ整備されたエスカレーションの手続きに問題がないか等を検証するため、情報セキュ

リティインシデント対処訓練を平成 28 年 7 月 13 日に実施。本年度中に全職員を対象とした第 2 回目の情報セキュリティインシ

デント対処訓練を実施予定。

③外部電磁的記録媒体等の管理

・外部電磁的記録媒体については、媒体の用途や部署によって管理簿の様式が異なるなど、機構として統一的な管理ができていな

かったことから、平成 28 年 7 月 13 日以降、システム運用関係業務取扱要領の見直しを行うとともに、51 項目のチェックシート

や日報、週次報告等でルールが徹底されているか確認を実施。

④外部委託先における個人情報の管理

・平成 28 年 5 月 25 日及び平成 28 年 10 月 1 日に外部委託実施要領の改正を行い、全ての委託事業者から守秘義務契約書の提出を

義務化したこと、個人情報を記録した媒体、通知書等の使用状況を記録する管理台帳の作成を義務化したこと、機構職員が行う

立入検査において証跡確認を徹底したこと等、外部委託先における個人情報の取扱いを徹底。

・外部委託実施要領改正前に締結した契約においては、改正した項目について適切に対応・措置されていることを委託事業者への

立入検査等により確認。

⑤監査によるチェック

（外部監査）

・平成 28 年 6 月に、独立した外部の専門家による保証型セキュリティ監査を調達。情報セキュリティ対策の技術面の妥当性につい

て監査を実施（平成 29 年 3 月まで）。
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（内部監査）

・平成 28 年 4 月に本部監査グループ内に情報セキュリティの専門チームを設置し、さらに平成 28 年 7 月に監査部に情報セキュリ

ティ監査・システム監査を所掌する監査第２グループを設置。

・平成 28 年 4 月～9月に本部各部室及び各拠点に対する無予告検査・監査を実施し、情報セキュリティ対策状況を確認・評価。

・平成 28 年 8 月に、「内部監査結果対応要領」を新設。平成 28 年８月以降、情報管理対策本部会議に情報セキュリティ監査に関す

る報告を行い、個人情報の保護・管理に関する各種施策の継続的な改善取組を実施。

・平成 28 年 9 月に 8月 10 日改正に伴う新セキュリティポリシーに係る諸規程等の準拠性の監査を実施し、改善を提言。
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Ⅲ 基幹業務の進捗状況

１．国民年金適用・収納業務

２．厚生年金保険適用・徴収対策

３．年金給付

４．年金相談等の状況

５．制度改正への対応状況

６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応
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１．国民年金適用・収納業務

平成 28 年度上半期の主な取組状況と今後の予定

【平成 28 年度行動計画における目標納付率】

平成 28 年度は国民年金保険料の最終納付率 70％以上を達成することを目指しつつ、中期計画期間中に現年度納付率 60％台半ばを

目指すため、未納月数を減らし、納付月数を伸ばすことを意識して取り組むこととし、機構全体及び各年金事務所において行動計画

を策定した。

①平成 28 年度分保険料の現年度納付率の目標

平成 27 年度末納付率から少なくとも 1.0 ポイント以上の伸び幅を確保する。

②平成 27 年度分保険料の平成 28 年度末時点の納付率の目標（過年度 1年目の目標）

平成 27 年度末から少なくとも 4.0 ポイント程度の伸び幅を確保する。

③平成 26 年度分保険料の平成 28 年度末時点の納付率の目標（過年度 2年目の目標）

平成 26 年度の現年度納付率から少なくとも 7.0 ポイント程度の伸び幅を確保する。

【納付率の状況】

平成 28 年度行動計画に基づき取り組んだ結果、平成 28 年 9 月末の現年度分保険料の納付率、過年度分保険料の納付率は次のとお

りとなった。

１．平成 28 年 9 月末現年度分納付率

58.1％ （対前年同月（56.5％）比較 プラス 1.6 ポイント）

（対前々年同月（57.0％）比較 プラス 1.1 ポイント）

（１）納付月数の状況

平成 28 年 9 月末の第１号被保険者が前年度より 4.5%減少しているのに対し、納付月数は 3.0%の減少に留まっている。

（２）免除の状況

平成 28 年 9 月末の全額免除者数は前年度より約 4 万人減少しているが、全額免除率は 29.6％であり前年度より 1.1 ポイ

ント上回っている。

33



２．平成 28 年 9 月末過年度分保険料納付率

（１）平成 27 年度分保険料納付率（過年度 1年目）

平成 27 年度分保険料の納付率は、平成 27 年度末 63.4%から 66.8%となり 3.4 ポイントの伸び幅となっている。

（２）平成 26 年度分保険料納付率（最終納付率）

平成 26 年度分保険料の納付率は、平成 26 年度末の 63.1%から 70.6%となり 7.6 ポイントの伸び幅となり目標を達成してい

る。

【収納対策に係る取組状況】

１．特別催告状の実施状況

○財産の差押えを明記した特別催告状については、現年度保険料・過年度保険料のより一層の納付率向上を図るため、毎週計画的

に実施することとし、平成 28 年度は 851 万件の送付を計画している。

○平成 28 年 5 月～平成 28 年 9 月までの実施状況は、計画件数 360 万件に対し 400 万件を送付し、平成 26 年度の 375 万件を上回る

実施件数となっている。

２．強制徴収の取組状況

○平成 28 年度は所得要件を引き下げ、平成 27 年の控除後所得が 350 万円以上かつ未納月数 7月以上の者（平成 26 年度は、控除後

所得 400 万円以上かつ未納月数 13 月以上の者、平成 27 年度は、控除後所得 400 万円以上かつ未納月数 7 月以上の者）を強制徴

収対象者として取り組んでおり、平成 28 年 9 月末までの最終催告状送付件数は 7 万件となり、平成 26 年度の 4 万件を上回る実

施件数となっている。

○また、国税庁への強制徴収委任については、委任の仕組みを積極的に活用し、厚生年金保険と合わせて前年度（平成 27 年度実績

34 件※）以上の件数を委任することを目標とし取り組んでおり、国民年金においては、平成 28 年 9 月末までに 4件の国税委任手

続きを行った。

※ 内訳：国民年金 22 件、厚生年金保険 12 件
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【第３号不整合問題への対応】

○被扶養配偶者非該当届により、被扶養配偶者でなくなった日から２ヶ月経過しても第１号被保険者への種別変更が行われない場合

は、届出勧奨（初回勧奨）を行い、初回勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、初回勧奨から２ヶ月後に第１号被保険者

として届出によらない種別変更の処理を行った。

○また、健康保険組合から提供される被扶養配偶者情報（過去分）に基づく、３号不整合記録の確認及び不整合記録を有する者への

種別変更届の届出勧奨及び特例追納勧奨を下半期に向けて行うための準備を進めている。
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１．国民年金適用・収納対策の状況
事項 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

平成２６年度
（平成26年9月末）

平成２７年度
（平成27年9月末）

平成２８年度
（平成28年9月末）

19,851,287 人 19,382,219 人 19,044,336 人 18,637,478 人 18,054,196 人 17,420,087 人 16,679,242 人 17,439,287 人 16,743,268 人 15,984,958 人
( -0.8% ) ( -2.4% ) ( -1.7% ) ( -2.1% ) ( -3.1% ) ( -3.5% ) ( -4.3% ) ( -3.7% ) ( -4.0% ) ( -4.5% )

103,812,372 月 98,928,808 月 94,074,454 月 90,101,973 月 88,170,593 月 86,074,592 月 82,910,897 月 34,131,871 月 32,296,923 月 31,317,323 月
( -4.5% ) ( -4.7% ) ( -4.9% ) ( -4.2% ) ( -2.1% ) ( -2.4% ) ( -3.7% ) ( -2.7% ) ( -5.4% ) ( -3.0% )

5,349,621 人 5,513,067 人 5,683,868 人 5,869,868 人 6,059,345 人 6,020,373 人 5,762,708 人 4,841,019 人 4,703,304 人 4,663,807 人
( +2.7% ) ( +3.1% ) ( +3.1% ) ( +3.3% ) ( +3.2% ) ( -0.6% ) ( -4.3% ) ( +0.4% ) ( -2.8% ) ( -0.8% )

27.4% 29.0% 30.4% 32.0% 34.1% 35.1% 35.0% 28.2% 28.5% 29.6%
( +0.9% ) ( +1.6% ) ( +1.4% ) ( +1.6% ) ( +2.1% ) ( +1.0% ) ( -0.0% ) ( +1.1% ) ( +0.3% ) ( +1.1% )

68.6% 66.8% 65.3% 64.5% 65.1% 67.8% 70.1% 65.8% 68.7% 70.6%
( +4.7% ) ( +4.8% ) ( +5.3% ) ( +5.2% ) ( +6.4% ) ( +8.8% ) ( +9.2% ) ( +6.8% ) ( +7.8% ) ( +7.6% )

65.0% 63.2% 62.2% 62.6% 63.5% 67.2% 68.6% 63.9% 65.3% 66.8%
( +2.9% ) ( +3.3% ) ( +2.9% ) ( +3.9% ) ( +4.5% ) ( +6.3% ) ( +5.5% ) ( +3.0% ) ( +2.2% ) ( +3.4% )

60.0% 59.3% 58.6% 59.0% 60.9% 63.1% 63.4% 57.0% 56.5% 58.1%
( -2.1% ) ( -0.7% ) ( -0.7% ) ( +0.3% ) ( +1.9% ) ( +2.2% ) ( +0.3% ) ( +1.7% ) ( -0.5% ) ( +1.6% )

36.3% 36.0% 35.6% 35.3% 35.6% 35.7% 35.1% 32.6% 32.2% 32.3%
( -1.7% ) ( -0.3% ) ( -0.4% ) ( -0.3% ) ( +0.3% ) ( +0.1% ) ( -0.6% ) ( -0.1% ) ( -0.4% ) ( +0.0% )

1.0% 1.2% 1.4% 1.5% 1.8% 1.8% 1.9% 1.7% 1.7% 1.9%
( +0.4% ) ( +0.2% ) ( +0.2% ) ( +0.1% ) ( +0.2% ) ( +0.1% ) ( +0.1% ) ( +0.2% ) ( +0.0% ) ( +0.2% )

11,072,659 件 11,637,070 件 12,232,971 件 13,156,938 件 14,382,260 件 15,503,469 件 15,177,690 件 7,682,382 件 7,525,652 件 8,123,275 件
( +14.6% ) ( +5.1% ) ( +5.1% ) ( +7.6% ) ( +9.3% ) ( +7.8% ) ( -2.1% ) ( +8.7% ) ( -2.0% ) ( +7.9% )

406,553 件 410,465 件 401,486 件 409,139 件 418,872 件 1,392,960 件 3,127,190 件 445,196 件 1,559,440 件 1,743,099 件
( +7.8% ) ( +1.0% ) ( -2.2% ) ( +1.9% ) ( +2.4% ) ( +232.6% ) ( +124.5% ) ( +97.7% ) ( +250.3% ) ( +11.8% )

778,068 件 1,034,027 件 1,181,482 件 1,258,473 件 1,351,047 件 1,456,494 件 1,513,988 件 756,751 件 790,823 件 821,312 件
( +139.5% ) ( +32.9% ) ( +14.3% ) ( +6.5% ) ( +7.4% ) ( +7.8% ) ( +3.9% ) ( +7.7% ) ( +4.5% ) ( +3.9% )

※１ 「第１号被保険者数」には任意加入被保険者を含む。
※２ 「インターネットバンキング等納付件数」については、平成２６年度からゆうちょ銀行（郵便局）において、保険料収納事務を順次マルチペイメントによる処理に切り替えていることから、納付件数が増加している。

【平成２８年度行動計画の全体目標】
① 平成２８年度分保険料の現年度納付率については、平成２７年度末納付率に１ポイントを加えた納付率とすること。
② 平成２８年度末における平成２７年度分の納付率については、平成２７年度末（６３．４％）から４ポイント程度の伸び幅を確保すること。
③ 平成２６年度の最終納付率については、平成２６年度の現年度納付率（６３．１％）から７ポイント程度の伸び幅を確保すること。
④ 口座振替実施率については、前年度と同等以上の水準を確保すること。
⑤ コンビニエンスストア、インターネットバンキング及びクレジットカードによる納付件数の合計数については、前年度と同等以上の水準を確保すること。
※ 上記目標の実現のため、各年金事務所においては、取組ごとの効果測定結果に基づき、目標達成のために必要な納付月数（免除等承認件数）及び納付月数を増加させることにより未納月数の減少を図ることを意識した
行動計画を策定し、その計画を着実に実施するとともに、週次による進捗管理を徹底し、必要に応じて取組件数等の見直しを行う。

第１号被保険者数※1
（対前年度比）

全額免除者数
（対前年度比）

全額免除率
（対前年度比）

クレジット実施率
（対前年度比）

最終納付率
（現年度からの伸び幅）

過年度１年目
（現年度からの伸び幅）

現年度納付率
（対前年度比）

口座振替実施率
（対前年度比）

納付月数
（対前年度比）

コンビニエンスストア
納付件数

インターネットバンキング等
納付件数※2

クレジットカード
納付件数
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（参考１）

国民年金保険料収納対策にかかる平成２８年度行動計画の進捗状況（５～９月にかかる取組）

（１） 年金事務所の進捗状況

実績件数
平成27年同期
（平成26年同期）

対前年同期比
（対前々年同期比）

Ａ Ｂ （Ａ／Ｂ）

4,000,984 462,683 864.7%

(3,750,171) (106.7%)

65,313 6,052 1079.2%

(43,275) (150.9%)

19,685 1,986 991.2%

(17,623) (111.7%)

5,794 1,933 299.7%

(6,540) (88.6%)

（２） 市場化テスト受託事業者の進捗状況

計画件数 実績件数 実施率

Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ）

1 電話勧奨件数 15,475,987 15,876,326 102.6%

2 戸別訪問件数 2,462,360 2,784,391 113.1%

3 文書勧奨件数 4,305,520 4,304,878 100.0%

項目

項目

備考

1 特別催告状送付件数
平成28年度計画：8,510,945件
平成27年度実績：8,281,538件
平成26年度実績：9,891,369件

2 最終催告状送付件数
平成27年度実績：84,801件
平成26年度実績：65,654件

平成27年度実績：43,757件
平成26年度実績：46,586件

3 督促状送付送付件数

10,106,829

4 差押執行件数

年間計画件数

37,016,484

5,905,184

平成27年度実績：7,310件
平成26年度実績：14,999件
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（参考２）

平成２８年度における国民年金保険料収納対策にかかる行動計画のポイント

１．平成２８年度目標納付率

（１）現年度納付率については、平成２７年度末納付率から少なくとも１．０ポイント以上を上乗せした納付率を目標とする。（平成２８年度目標６４．４％以上）

（２）平成２７年度分保険料の平成２８年度末時点の納付率については、平成２７年度末から４．０ポイント程度の伸び幅を確保する。

（３）平成２６年度分保険料の最終納付率については、平成２６年度の現年度納付率から７．０ポイント程度の伸び幅を確保する。

２．目標を達成するための取組

（１）特別催告状の着実な実施

現年度保険料・過年度保険料のより一層の実績向上を図るため、毎週計画的に実施する。

（２）強制徴収の着実な実施

平成２８年度における最終催告状の発行対象者は、強制徴収を行うことが適当でないと判断される者を除き控除後所得３５０万円以上かつ７月以上未納者

とし、最終催告状発行月の翌々月までに督促すべき者全員に督促状を送付する。

また、進捗管理を徹底し、着手から１年以内に完納に結びつくよう計画的に取組む。

（３）免除等申請書の着実な処理

事務センターにおいては、平成２７年度実績を基に、年度末の未処理件数が前年度より減少することを意識した計画を策定し、週次による進捗管理を徹底

する。

（４）市場化テスト受託事業者との協力連携

市場化テスト受託事業者との月例打合せ会議において、市場化テスト受託事業者からの督励実施計画及び月次報告等に基づく事業進捗結果の分析と今後の

取組方針等の報告を受けて、効果が見込める未納者情報の提供を検討するとともに、事業目標達成に向けた助言、提案及び指導を積極的に行う。

（５）進捗管理の徹底

行動計画として策定した計画の進捗状況を週次管理し、遅れが生じた場合は、速やかにリカバリープランを作成し、遅れを最小限に抑えるようリスク管理

を行う。
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２．厚生年金保険適用・徴収対策

平成 28 年度上半期の取組状況と今後の予定

【適用対策の状況】

○平成 28 年度における適用調査対象事業所の適用の促進は、適用事業所数及び適用被保険者数について、機構全体で前年度末の実績

（92,550 件、239,024 人）を上回ることを目指し、事業所数で 93,000 件を目標とした。

○平成 27 年度に引き続き国税源泉徴収義務者情報を活用した効率的な加入指導の結果、前年同期比の約 1.3 倍の事業所を適用してい

る。（平成 27 年度上半期 45,302 事業所、平成 28 年度上半期 58,727 事業所）

○適用事業所の調査は、適用事業所数の１／４相当及び総合調査割合を前年度末全国平均の実施割合（41.8％）と同程度以上を目標

とした。これまでに全国で 388,898 事業所に対し調査を実施し、総合調査割合も昨年同期比約 1.4 倍の事業所に対し総合調査を実

施している。（平成 27 年度上半期 27.7％、平成 28 年度上半期 38.2％）

【徴収対策の状況】

○平成 28 年度目標は、収納率、収納未済額の圧縮、口座振替実施率ともに前年度実績以上とした。

・収納率、収納未済額の圧縮は、拠点を中心とした取組が確実に実行されたことにより、前年度実績を上回り順調に推移

・一方で口座振替実施率は前年度実績に留まっており、新規適用事業所の口座振替獲得が伸び悩んでいる状況

○また、国税庁への強制徴収委任については、委任の仕組みを積極的に活用し、国民年金と合わせて前年度以上の件数を委任するこ

とを目標として取り組んでおり、厚生年金保険においては、平成２８年９月末までに２事業所に対し国税委任の手続きを行った。
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備 考

1,745,027 1,758,192 1,800,619 1,867,185 1,974,655 1,924,714 2,047,170

( 3,551 ) ( 13,165 ) ( 42,427 ) ( 66,566 ) ( 107,470 ) ( 82,693 ) ( 122,456 )

34,514,836 34,717,319 35,272,821 35,985,388 36,863,741 36,788,774 37,779,376

( -103,823 ) ( 202,483 ) ( 555,502 ) ( 712,567 ) ( 878,353 ) ( 721,765 ) ( 990,602 )

304,475 306,022 306,282 308,382 308,818 309,904 310,696

( -424 ) ( 1,547 ) ( 260 ) ( 2,100 ) ( 436 ) ( 579 ) ( 792 )

滞納事業所数 （注） 162,735 154,013 141,284 138,162 135,860 155,723
（対前年度） （274） （-8,722） （-12,729） （-3,122） ( -2,302 ) ( -5,622 )

差押事業所数 17,798 22,556 24,626 25,094 24,300 10,766 12,898
（対前年度） (4,091) (4,758) (2,070) (468) ( -794 ) ( -2,461 ) ( 2,132 )

口座振替実施率 82.7 83.0 83.3 83.1 83.2 88.1 88.1
（対前年度） (1.1) (0.3) (0.3) (-0.2) ( 0.1 ) ( 0.1 ) ( 0.0 )

収納率 98.0 98.1 98.4 98.6 98.8 97.1 97.4
（対前年度） (0.2) (0.1) (0.3) (0.2) ( 0.2 ) ( 0.4 ) ( 0.3 )

4

5

6

％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％

事業所

事業所

％

％ ％

％

％

（注）
平成27年9月、平成28年9月
については、被保険者「0」人
の事業所も含まれている。

事業所

％

事業所

人

7

（注）
平成22年度から平成27年度
までは、延滞金のみ滞納して
いる事業所を除く。

事業所 事業所 事業所 事業所 事業所 事業所

事業所 事業所 事業所 事業所

人

円

平成28年度
（平成28年9月末）

平成25年度平成24年度
平成27年度

（平成27年9月末）

※ 上記目標の実現のため、各年金事務所においては、具体的な数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し、的確に進捗管理を実施しながら、計画を着実に実施。

【平成28年度行動計画の全体目標】
○適用対策は、

○徴収対策は、
① 収納率及び口座振替実施率については、前年度の実績を超える数値を目標とすること。特に収納未済額の圧縮を目標とすること。
② 新たな滞納事業所を発生させないため、初期手順に基づいて滞納を早期に解消すること。
③ 時効中断措置の全件実施を確実に行い、繰り返しの納付指導に応じない事業所には滞納処分を確実に実施すること。

① 適用事業所数については、機構全体で前年度の実績を上回ることを目的とし、機構全体で93,000事業所を目標とすること。また、適用被保険者数についても、

② 総合調査及び定時決定時調査等の実施件数は、適用事業所数の4分の1相当とする。
③ 総合調査の実施割合については、全国平均の実施割合と同程度以上とする。

機構全体で前年度実績を上回ることを目的とする。

項目 平成26年度

1 事業所事業所事業所

適用事業所数
（対前年度） 事業所 事業所

平成27年度

事業所

平成23年度

事業所

厚生年金保険適用・徴収業務の状況

3
平均標準報酬月額

（対前年度）
円 円

2 人

円

人

円

被保険者数
（対前年度）

人 人人

円円
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（参考3）

厚生年金保険等適用対策の状況〔平成28年度上半期（4月～9月）に係る取組〕

１ 適用調査対象事業所の適用の促進

文書・電話 348,843 事業所 551,161 事業所

来所要請 19,501 事業所 22,718 事業所

訪 問 29,271 事業所 26,987 事業所

2 45,302 事業所 58,727 事業所

3 125,687 人 141,605 人

※加入指導事業所数は延べ件数を計上している。

２ 適用事業所の事業所調査

4 調査事業所数 A 321,065 事業所 388,898 事業所

5 総合調査事業所数 B 88,994 事業所 148,569 事業所

6 総合調査割合 B／A 27.7 ％ 38.2 ％

平成27年9月末 平成28年9月末

項 目 平成27年9月末 平成28年9月末

適用対策による適用事業所数

＊加入指導事業所数1

適用した被保険者数

項 目
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（参考4）

厚生年金保険 147,691 億円 139,802 億円 7,889 億円

協会管掌健康保険 46,707 億円 44,848 億円 1,859 億円

船員保険 194 億円 194 億円 0 億円

厚生年金保険 143,775 億円 135,721 億円 8,054 億円

協会管掌健康保険 44,473 億円 42,525 億円 1,948 億円

船員保険 173 億円 169 億円 4 億円

厚生年金保険 112 億円 139 億円 -27 億円

協会管掌健康保険 65 億円 77 億円 -12 億円

船員保険 1 億円 1 億円 0 億円

厚生年金保険 3,804 億円 3,942 億円 -138 億円

協会管掌健康保険 2,169 億円 2,246 億円 -77 億円

船員保険 20 億円 24 億円 -4 億円

厚生年金保険 97.4 ％ 97.1 ％ 0.3 ％

協会管掌健康保険 95.2 ％ 94.8 ％ 0.4 ％

船員保険 88.9 ％ 86.9 ％ 2 ％

(注）「協会管掌健康保険」とは、全国健康保険協会が運営する主に中小企業の従業員を対象とした健康保険のことです。

協会管掌健康保険の保険料については、厚生年金保険料等と併せて、機構が一括して徴収を行っています。

厚生年金保険料・健康保険料・船員保険料 徴収状況（４月～９月に係る取組）

平成２８年９月末

指 標 名 平成２８年９月 平成２７年９月 対 前 年 同 月 比

保険料決定額
（過年度分を含む）①

保険料収納額
（過年度分を含む）②

不納欠損額③

収納未済額
①－②－③

保険料収納率
②／①
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３．年金給付

平成 28 年度上半期の取組状況と今後の予定

○年金給付については、迅速な支給の決定を行うとともに、受給者の申請忘れ防止対策の実施や申請漏れ者に対する勧奨の実施などの

対策を講じるとともに、障害年金における諸課題について改善を図るための取組を実施した。

【迅速な支給決定】

○「サービススタンダード」の達成状況については、おおむね９０％を維持している。

【年金受給にできる限り結び付けていくための取組】

○受給者の申請忘れ、申請漏れを防止するため、年金支給年齢（６０歳（女性のみ）、６２歳（男性のみ）又は６５歳）到達の３か月

前に、あらかじめ年金加入履歴等が記載されている年金請求書(ターンアラウンド方式)を本人宛に送付している。

○６９歳到達時に受給資格期間を満たしながら年金請求を行っていない方に対して、年金請求を促すためのお知らせを送付している。

【障害年金をめぐる諸課題への対応】

○「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を 9月から実施した。

○障害の認定の標準化や障害年金に関する専門的な人材の育成を図るため、本部の障害厚生年金業務及び東京、山梨、長野、和歌山、

山口事務センターの障害基礎年金業務を集約した「障害年金センター」を 10 月に設置した。（平成 29 年 4 月に障害年金審査業務の

全国集約を実施する予定）

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

28
（9月末累計）

34.9 96.1% 25.3 93.1% 37.1 94.8% 25.8 92.4% 36.2 94.5% 27.9 85.2% 41.6 89.6% 26.7 90.3% 50.6 97.0% 84.0 92.1%

３カ月半以内
加入状況の再確認
を要しない場合
（１カ月以内）

３カ月以内年度

老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族基礎年金 遺族厚生年金 障害基礎年金 障害厚生年金

加入状況の再確認
を要する場合

（２カ月以内）

加入状況の再確認
を要しない場合
（１カ月以内）

加入状況の再確認
を要する場合

（２カ月以内）

加入状況の再確認
を要しない場合
（１カ月以内）

加入状況の再確認
を要する場合

（２カ月以内）

加入状況の再確認
を要しない場合
（１カ月以内）

加入状況の再確認
を要する場合

（２カ月以内）
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サービススタンダードの達成状況

平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要

日数
達成率

平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率
平均所要
日数

達成率

21 41.2 91.1% 37.7 50.0% 45.1 86.3% 39.3 45.0% 48.7 80.5% 43.8 40.4% 54.5 73.9% 38.5 52.2% 70.2 88.8% 158.1 10.0%

22 39.5 90.1% 34.8 57.7% 40.5 89.5% 35.6 54.6% 43.7 85.4% 47.9 41.9% 50.6 77.4% 40.1 49.9% 60.1 87.7% 173.2 7.7%

23 32.5 98.0% 25.7 89.4% 33.8 97.5% 27.4 83.1% 35.6 93.8% 27.7 81.4% 42.0 88.3% 27.3 85.5% 51.6 94.6% 114.1 45.2%

24 33.3 97.8% 25.4 94.3% 34.5 97.5% 26.3 91.5% 36.4 94.2% 26.9 88.2% 40.7 91.2% 26.0 94.2% 53.4 95.5% 103.9 59.3%

25 33.3 97.1% 25.1 96.5% 35.0 96.8% 25.6 95.6% 34.8 94.9% 28.8 85.7% 41.0 90.7% 26.5 94.5% 55.7 90.4% 76.8 93.2%

26 32.5 97.7% 25.0 97.2% 33.7 97.4% 25.2 97.3% 32.9 96.7% 25.6 93.2% 38.8 92.1% 25.5 97.2% 53.3 94.5% 89.3 84.8%

27 34.5 96.3% 26.1 91.6% 36.8 94.1% 26.3 91.8% 34.8 96.3% 27.0 90.5% 40.2 90.1% 25.9 95.0% 52.5 95.6% 82.0 90.1%

28
（9月末累計）

34.9 96.1% 25.3 93.1% 37.1 94.8% 25.8 92.4% 36.2 94.5% 27.9 85.2% 41.6 89.6% 26.7 90.3% 50.6 97.0% 84.0 92.1%

28
（9月末単月）

31.5 97.8% 23.4 98.6% 33.4 96.9% 23.5 98.9% 32.9 97.3% 24.5 96.2% 39.7 91.8% 24.9 97.8% 50.0 96.6% 83.2 91.6%

(注１）サービススタンダードとは、請求書を受け付けてから年金証書が届くまでの所要日数の目標を定めたものであり、上記数値は、請求者に対する不備返戻、医師照会、実地調査及び市町村からの
回付に要した日数を除く所要日数によるものである。

(注２）達成率は、各月の裁定件数（分母）に対するサービススタンダードを達成した件数（分子）である。

(注３）日本年金機構中期計画において、「各サービススタンダードの達成率を９０％以上とすることを目指す。」とされている。

３カ月半以内
加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

３カ月以内年度

老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族基礎年金 遺族厚生年金 障害基礎年金 障害厚生年金

加入状況の再確認を要する
場合（２カ月以内）

加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

加入状況の再確認を要する
場合（２カ月以内）

加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

加入状況の再確認を要する
場合（２カ月以内）

加入状況の再確認を要しな
い場合（１カ月以内）

加入状況の再確認を要する
場合（２カ月以内）
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（参考5）

サービススタンダードの推移

97.7% 96.3% 96.1%

97.2%

91.6%
93.1%

80.0%

100.0%

H26年度 H27年度 H28年9月末

達
成
率

老齢基礎年金

加入状況の再確認

を要する場合

（２カ月以内）

加入状況の再確認

を要しない場合

（１カ月以内）

97.4%

94.1% 94.8%
97.3%

91.8% 92.4%

80.0%

100.0%

H26年度 H27年度 H28年9月末

達
成
率

老齢厚生年金

加入状況の再確認

を要する場合

（２カ月以内）

加入状況の再確認

を要しない場合

（１カ月以内）

96.7% 96.3%

94.5%

93.2%
90.5%

85.2%

60.0%

80.0%

100.0%

H26年度 H27年度 H28年9月末

達
成
率

遺族基礎年金

加入状況の再確認

を要する場合

（２カ月以内）

加入状況の再確認

を要しない場合

（１カ月以内）

92.1%
90.1% 89.6%

97.2%
95.0%

90.3%

60.0%

80.0%

100.0%

H26年度 H27年度 H28年9月末

達
成
率

遺族厚生年金

加入状況の再確認

を要する場合

（２カ月以内）

加入状況の再確認

を要しない場合

（１カ月以内）

94.5% 95.6% 97.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H26年度 H27年度 H28年9月末

達
成
率

障害基礎年金

３カ月以内

84.8%
90.1%

92.1%

60.0%

80.0%

100.0%

H26年度 H27年度 H28年9月末

達
成
率

障害厚生年金

３カ月半以内
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４．年金相談等の状況

概 要

○相談窓口体制の専門性強化及び安定化を図るため、平成 28 年 10 月より、「年金給付専門職コース」を設置し、上席年金給付専門

職を配置するとともに、年金事務所の年金相談窓口業務の専任担当者として、新たに無期転換職員である「年金相談職員（仮称）」

を新設することとし、平成 28 年 9 月より募集を開始した。

○平成 28 年 10 月から全国の年金事務所において予約制が拡充できるよう体制等の整備及び送付物等への周知等を行うとともに、受

給資格期間短縮実施に伴う予約制の活用について検討を行った。

○平成 28 年 9 月末までの平均待ち時間については、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴う相談件数の減少により平

均待ち時間も減少している状況にある。

※特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、平成 28 年度においては、昭和 30 年 4 月 2 日～昭和 31年 4 月 1日生まれの男性

は、61 歳到達するが、支給開始年齢が 62 歳に引き上げられるため、ＴＡ請求書が送付されない。

平成 28 年度上半期の主な取組状況及び今後の予定

【予約制の拡充】

（目的）

１０月から実施する「予約相談の拡充」を円滑に進めるため、上半期を準備期間と位置づけ実施方法等の標準化を進める。

（主な取組状況）

予約相談について全国で統一的な対応となるよう予約相談実施要領を作成した。また、現場訪問による現場の声の収集や取組状況

を把握し、機構内報などを利用して全国の年金事務所と情報の共有化を図った。
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【相談体制の整備】

（目的）

年金相談窓口は有期雇用職員の雇用期間満了や途中退職等に左右されることのない安定したお客様サービスを提供することが必要

であり、そのために年金相談体制の強化を図る。

（主な取組状況）

年金相談体制の確立に向けた基本方針の見直し（概要）を作成し、①予約相談の拡充による円滑な窓口運営、②専門職の配置によ

るお客様相談室全体のスキル向上と人材育成、③年金相談職員の配置による相談窓口体制の安定化、④社会保険労務士との連携強化

等の方針を決定し平成 31 年 4 月まで段階的に年金相談体制の強化を図ることについての体制イメージを示した。

【コールセンターでの取組状況】

（目的）

「ねんきんダイヤル」の応答率の向上を図るため、混雑予測、混雑時における混雑していない日への架電案内ガイダンス、各種通

知書の改善、発送の分散化、ホームページへのＱ＆Ａの掲載等により入電数の減少を図る。

（主な取組状況）

①混雑予測の周知、混雑時における混雑していない日への架電案内ガイダンス等

・過去の入電状況や通知書等の発送予定を勘案し、入電予測を行い、毎月、当月及び次月の混雑予測をホームページに掲載する

とともに、オペレーター等要員の席数配置を行った。

・６月の統合通知書の発送時期において、入電の分散化を図るため比較的繋がりやすい時間帯を案内するガイダンス等への変更

を行った。
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②各種通知書の改善、発送の分散化

・関係部署と連携し、統合通知書、扶養親族等申告書等の発送時期、分散化の調整を行い各種通知書の改善を図った。

しかしながら、扶養親族等申告書については、送付時期の前倒し、記載内容の変更により、想定以上の入電件数となったため、

当初期待した効果は得られなかった。来年度については、今回の状況を踏まえた送付時期の調整や分散発送について、早い段

階より関係部署と調整を行うこととしている。

③ホームページへのＱ＆Ａの掲載

・年金の受給やその他制度に関するＱ＆Ａをホームページに掲載し、情報の提供を行った。

④年金相談の予約制の拡充

・平成 28 年 10 月以降の年金事務所における年金相談の予約制拡充に伴い、「ねんきんダイヤル」において予約の受付が可能とな

るよう事前準備を行った。
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５．制度改正への対応状況

概 要

○平成２８年度以降に施行が予定されている年金機能強化法、年金生活者支援給付金法について、施行に伴う事務処理等を円滑かつ

着実に実施することとしており、必要なオペレーションの構築、制度改正の周知等の施行に向けた取組を進めた。

○社会保障・税番号制度への対応については、機構における個人番号利用時期の延期を踏まえた実施スケジュールの検討及び見直し

を行った。

平成 28 年度上半期の主な取組状況及び今後の予定

１．年金機能強化法（短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大）【平成 28 年 10 月施行分】

①法人番号の収録作業

特定適用事業所（※）を把握するため、法人番号収録作業を進めた。

法人番号等の収録状況（平成 28 年 8 月 25 日現在）

適用事業所総数 約 203 万件
法人番号収録済 約 199 万件（98.2％）

法人番号未収録 約 3.8 万件（1.8％）

（※）「特定適用事業所」とは、事業主が同一である事業所（法人番号が同一である事業所）の適用事業所の被保険者数の合計が 500 人を超えることが見込ま

れる適用事業所であり、短時間労働者適用拡大の対象となる。
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②特定適用事業所の把握及び短時間労働者の適用拡大

〔平成 28 年 8 月〕

・保険料納入告知書とともに制度説明リーフレットを事業主に送付。

・法人番号が同一である事業所の被保険者数の総数が常時 500 人を超える月が、直近 1 年間に 6 ヶ月ある事業所に対しお知らせを

送付。

・また、直近１１ヶ月間のうち５ヶ月に達した事業所に対し、該当する見込みである旨のお知らせを送付。（8月以降毎月）

〔平成 28 年 10 月〕

・特定適用事業所に該当通知書を送付。

・資格取得届の提出がされていない特定適用事業所に対して、制度説明のうえ電話等により届出勧奨及び指導を実施。

＜今後の予定＞

短時間労働者の適用拡大に伴う通知・勧奨等

〔毎月〕

・法人番号が同一である事業所の被保険者数の総数が常時 500 人を超える月が、直近 1 年間に 6 ヶ月ある事業所

に対し、特定適用事業所に該当する旨のお知らせを送付。

・また、直近１１ヶ月間のうち５ヶ月に達した事業所に対し、該当する見込みである旨のお知らせを送付。

・短時間労働者を雇用していると思われる特定適用事業所に対し、順次、事業所調査を実施。

２．年金機能強化法（受給資格期間の短縮）・年金生活者支援給付金法【平成 29 年 4 月施行分】（※）

①年金機能強化法（受給資格期間の短縮）

〔平成 28 年 4 月～10 月〕

・年金請求書（ターンアラウンド）に係る事務処理方法・体制について検討を行った。

②年金生活者支援給付金法

〔平成 28 年 4 月～7月〕

・施行に向けたシステム開発の準備を行った（その後、政府方針に伴い作業停止）。
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（※）年金受給資格期間の短縮については、施行時期を平成 29 年 8月とする年金機能強化法改正法案が平成 28 年 9月 26 日に国会に提出され、同年 11 月 16 日

に成立、同月 24 日に公布された。

また、同日（平成 28 年 9月 26 日）国会に提出された消費税改正法案における施行延期規定に伴い、年金生活者支援給付金の施行時期は平成 31 年 10 月

とされている。

＜今後の予定＞

年金機能強化法（受給資格期間の短縮）

〔平成 28年 10 月～平成 29 年 2月〕

・年金請求書（ターンアラウンド）・相談体制等について、検討・指示を徹底。

〔平成 29年 2 月～7 月〕

・年金請求書（ターンアラウンド）の送付。

〔平成 29年 3 月～〕

・年金事務所での受付開始。相談増加に伴う混雑解消のため予約相談の活用。

３．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）関連（※）

①個人番号と基礎年金番号の紐付、個人番号による年金の相談・照会業務及び個人番号による届出・申請の受付業務、情報提供ネッ

トワークシステムによる情報連携

〔平成 28 年 4 月～11 月〕

・機構における個人番号利用時期の延期を踏まえた実施スケジュールの検討及び見直しを行った。

〔平成 28 年 9 月～11 月〕

・本部及び拠点職員向けの研修を実施

本部幹部職員向け研修（9月に情報セキュリティ研修と合せて実施）

本部及び拠点幹部職員向け研修（10 月に年金事務所長・事務センター長会議と合せて実施）

本部及び拠点一般職員向け研修（10 月～11 月）

（※）機構における個人番号利用時期については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第 3 条の 2の政令で定める日

を定める政令」が平成 28 年 11 月 11 日に公布され、当該政令で定める日が同年 11 月 12 日とされた。
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＜今後の予定＞

個人番号と基礎年金番号の紐付、個人番号による年金の相談・照会業務（平成 29年 1 月以降実施予定）

〔平成 28年 11 月～〕

・年金相談・照会業務での個人番号利用に向けた基礎年金番号と個人番号の紐付作業を実施。

・業務処理要領等のマニュアルの改訂・整備及び周知。

個人番号による届出・申請の受付業務、情報提供ネットワークシステムによる情報連携（実施時期未定）

〔平成 28年 11 月～〕

・機構において個人番号が利用可能となることに備え、関係省庁との調整・各種調達の準備を行う。

４．年金事業運営改善法関連

①国民年金保険料の 5年後納制度（平成 27 年 10 月施行分）

〔平成 28 年 4 月～10 月〕

・制度の利用促進を図るため、周知広報を以下のとおり実施した。

年金事務所及び市町村でのポスターの掲示、政府広報オンラインお役立ち記事に掲載、機構ホームページに掲載、ねんきん定期

便に掲載、定時・随時納付書リーフレットに掲載、口座振替額通知書に掲載、政府広報（新聞突き出し広告）、社会保険料（国民

年金保険料）控除証明書に掲載。

5 年後納制度の進捗状況

注） ※１ 平成 27 年 10 月～平成 28年 8月の数値
※２ 制度開始後に申込みを行っていない 53 歳以上の者へ平成 28 年 2 月に送付。
※３ お知らせを送付していない者からの受付件数を含む。

法施行後累計（※1）

①お知らせ送付数（※2） 1,848,719 人

②受付件数（後納申込者総数）（※3） 157,441 件（138,618 人）
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＜今後の予定＞
平成 28 年度後納保険料納付勧奨
〔平成 29 年 2 月〕

・制度開始後に申込みを行っていない 50 歳から 53 歳の者へ勧奨を実施予定。

②付加保険料の納付等の特例制度（平成 28 年 4 月施行分）

〔平成 28 年 2 月～9月〕

・対象者約 49 万人に対して平成 28 年 2 月から事前お知らせを送付して勧奨を行った。

・平成 28 年 9 月末日までに、約 33 万件の者から事前申込書の提出があった。

付加保険料の特例納付事前申込書の受付状況 (単位：件）

＜今後の予定＞
付加保険料の納付等の特例制度の勧奨
〔平成 28年 11 月～平成 31 年 3月〕
・申込書未提出者に対して勧奨を実施予定。

平成 27 年度送付分

事前勧奨件数（送付件数） 491,125

事前申込書受付件数
332,672

【提出率：67.7%】
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６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応

１．未統合記録の解明に向けた対応

（１）年金事務所に記録の相談に来られた際には発見できなかった方の年金記録の調査 〈別紙１参照〉

①相談記録が「紙保存」のケース

平成19年度から平成24年1月（相談事跡管理システムの全国実施前）の間で、紙で年金相談事跡を保存していた年金事務所の相談

記録から、年金記録の確認に関する相談事跡（照会申出書の提出のあったものなど）を計3,120件、サンプル的に抽出し、社会保

険オンラインシステム等を用いた照合審査を行い再度確認したところ、ご本人のものと確認できた未統合記録が18件（18名）判明

した。

②相談記録が「電子データ保存」のケース

平成19年度から平成23年5月（相談事跡管理システムの運用開始前）の間で、 試行的に年金相談事跡を電子データとして管理して

いた一部の先進的な事務所の相談記録のうち、年金記録の確認に関する「キーワード（「照会申出書」、「記録確認」など）があ

るもの」1,225件について、社会保険オンラインシステム等を用いた照合審査を行い再度確認したところ、ご本人のものと確認で

きた未統合記録が3件（2名）判明した。

【今後の対応】

今回の調査結果を踏まえ、ご本人のものと確認できた未統合記録が判明したケースごとに確認作業に要する費用と年金回復額の

見込みを試算し、費用対効果の高いものの再調査を、平成 29 年 1 月から着手し、29 年度内目途に完了予定。

なお、費用対効果を得られないケースについても、ねんきん定期便（加入者向け）や年金振込通知書（受給者向け）において具

体的なケースを例として挙げる等により記録確認の呼びかけを実施し、お客様から申出いただくことを促すなど丁寧な対応に努め

たい。
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（２）オンライン記録に結びつかない紙台帳（1.2 億件）のサンプル調査 〈別紙２参照〉

紙台帳の記載内容が正しくコンピュータに移し換えされているかを確認するため、紙台帳とコンピュータ記録を突合せる「紙台帳

記録とコンピュータ記録の突合せ事業」（平成 22 年度から平成 25 年度に実施）において、コンピュータ記録と結び付かなかった

約 1.2 億件の紙台帳記録について 3,000 件を抽出して、紙台帳検索システムを活用した「持ち主検索事業」（平成 23 年度から平

成 25 年度に実施）と同等の確認方法によりオンラインシステム上の年金記録との照合審査を行ったが、記録の持ち主と思われる

方の基礎年金番号は確認できなかった。

【今後の対応】

引き続き、今後はご本人から申出があった際に、ご本人の申し出をヒントに現行の記録確認手順により記録検索を行い、記録回

復に努めたい。

また、ねんきん定期便（加入者向け）や年金振込通知書（受給者向け）において記録確認の呼びかけを実施し、お客様から申出

いただくことを促すなど丁寧な対応に努めたい。

（３）紙台帳とコンピュータ記録の突合せ等により判明した記録のお知らせ等に未回答である受給者に対し、平成 27 年度末までに文

書、電話及び訪問による勧奨（個別アプローチ）を実施した。これに対して回答のあった方の記録確認及び記録訂正等を行った。

また、引き続き平成 28 年度におけるフォローアップ（訂正通知未回答者への再勧奨実施）について検討を行った。

【紙コン等未回答者への個別アプローチ結果】

記録判明のお知らせ通知に未回答である受給者 10.7 万人に対して、平成 27 年 2 月から個別アプローチを実施し、本人記録とし

て回答があった者 2.0 万人が記録回復し、回復見込額は 10.0 億円となった。

（４）受給資格要件短縮に伴う未統合記録の持ち主への呼びかけ

受給資格期間の短縮に向けて、過去に「名寄せ特別便」等を送付し現在も未回答の方に対し、記録確認の呼びかけについての方

策を検討している。
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未処理件数 平成28年3⽉ 平成28年4⽉ 平成28年5⽉ 平成28年6⽉ 平成28年7⽉ 平成28年8⽉ 平成28年9⽉

0.7万件 0.6万件 0.6万件 0.6万件 0.8万件 0.7万件 1.1万件

(2.5か月) (2.5か月) (2.5か月) (2.3か月) (2.5か月) (2.7か月) (2.5か月)

0.6万件 0.8万件 0.6万件 0.4万件 0.5万件 0.5万件 0.8万件

(2.8か月) (2.6か月) (3.1か月) (3.5か月) (2.7か月) (3.0か月) (2.5か月)

再裁定

時効特例給付

※（ ）内は平均処理期間を表します

（５）年金記録の確認等に関する事務処理体制等の整備

年金記録の訂正に伴う再裁定や時効特例給付については、平均処理期間 3か月以内を目指してスキルの維持向上に取り組み、新規

配属者研修およびＯＪＴによる職員の育成に努めた。この結果 9月末には再裁定、時効特例給付ともに平均処理期間 2.5 か月とな

った。

＜参考＞未統合記録の解明状況は、別紙３を参照

２．「ねんきん定期便」の取組状況

（１）年金に関する情報提供

①年金加入記録の提供

「ねんきん定期便」について、年金加入期間、標準報酬月額、標準賞与額、保険料納付状況、年金見込額等、確認していただきた

いポイントを分かりやすく表示し、はがきでお送りしている。なお、節目年齢（35 歳、45 歳、59 歳）の方には、封書形式で全加

入期間の標準報酬月額、標準賞与額、保険料納付状況等を通知している。

（平成 28 年 4 月から平成 28 年 9 月末までに、約 3,190 万人に送付した。）

②「ねんきん定期便」を活用したお知らせ

ア．「ねんきんネット」の案内を掲載して、「ねんきんネット」の利用を促進している。

イ．お客様に応じた、必要な年金関係のリーフレット等を提供している。

ウ．年金記録の「漏れ」や「誤り」が気になる方への確認の呼びかけを行う内容を記載している。
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（２）「ねんきん定期便」の見直し

①行政事業レビュー公開プロセスで検討を行うこととされた「ねんきん定期便」の見直しについて、次の事項の実施の検討を行っ

ている。

○「ねんきん定期便」を「紙」から「電子版」へ

◇「ねんきんネット」利用者については、「電子版ねんきん定期便」（ねんきんネット上で確認）を原則とする。

（H29 年度～システム改修、Ｈ30 年度以降、順次実施）

・紙の定期便の郵送を希望する方については、引き続き郵送を行う。

・「ねんきんネット」に一定期間（１年程度）アクセスがない方に対して、電子版ねんきん定期便の確認を促すメールを送付、

最終的には紙の定期便を郵送。

・節目便（35,45,59 歳時に封書で送付。全加入期間の記録が確認できる。）は、引き続き節目年齢の方全員に送付。

②行政事業レビュー公開プロセスにおいて、「ねんきん定期便」の費用の合理化の観点等から、「ねんきんネット」の普及を更に戦

略的に推進することとされたことから、年金局と機構で「ねんきんネット・ねんきん定期便見直しＰＴ」を平成 28 年 8 月に設置

し、「ねんきんネット」の活用促進、「ねんきん定期便」の見直しについて、検討を行っている。

３．「ねんきんネット」の取組状況

（１）利用促進関連

①「ねんきんネット」については、機構ホームページ、「ねんきん定期便」等の通知書での周知などにより広報を行う。また、年金

事務所などで、スマートフォン用にユーザＩＤ取得申込みの画面にリンクする二次元コードを記載したリーフレットを来訪者へ

配布している。

※平成 28 年 9 月末時点の累計のユーザＩＤ発行数は約 435 万件（平成 28 年 4 月～9月では約 17.8 万件）
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②「ねんきんネット」の新規ユーザＩＤ登録者やリピーターを増やし、より多くのお客様にご自身による年金記録の確認をしてい

ただくために、ホームページを見やすく分かりやすいものにリニューアルし、興味喚起を促すための動画やポスターを制作した。

（２）市区町村関連

○毎年市区町村に対し「ねんきんネット」導入の要請を行い、平成 28 年 9 月末時点で 1,077 市区町村が導入している。

（３）システム関連

○「ねんきんネット」については、制度改善を中心に機能追加を行っており、平成 28 年度上半期は次のシステム改修を行った。

ⅰ平成 28 年 4 月 4 日リリース 事業運営改善法（付加保険料を遡及して納付）への対応

・特定付加保険料の納付が可能な期間を表示するなど。

ⅱ平成 28 年 5 月 17 日リリース 「３号不整合」への対応

・「３号不整合」に係る「特定期間」を有している方でも試算を可能とする。

（４）「ねんきんネット」活用促進

○行政事業レビュー公開プロセスで検討を行うこととされた「ねんきんネット」活用促進について、次の事項の実施の検討を行って

いる。

・「ねんきん定期便」を活用して全加入者にアクセスキーを郵送等（Ｈ29 年度～）

・手元で「ねんきんネット」ＩＤを取得できるよう、登録手段を簡略化（Ｈ29 年度～）

・世代別にメリットを実感できる丁寧な周知（Ｈ29 年度～）

・様々な媒体や関係機関と連携した積極的な周知啓発（Ｈ28 年度～）

・マイナポータルとの接続（マイナポータル本格運用後～）
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１．調査概要

（１） 相談記録が「紙保存」のケース

平成19年度から平成24年1月（相談事跡管理システムの全国実施前）の間で、紙で年金相談事跡を保存していた年金事務所の
相談記録から、年金記録の確認に関する相談事跡（照会申出書の提出のあったものなど）を計3,120件、サンプル的に抽出し、社会
保険オンラインシステム等を用いた照合審査を行った。

（２）相談記録が「電子データ保存」のケース

平成19年度から平成23年5月（相談事跡管理システムの運用開始前）の間で、 試行的に年金相談事跡を電子データとして管理し
ていた一部の先進的な事務所の相談記録のうち、年金記録の確認に関する「キーワード（「照会申出書」、「記録確認」など）がある
もの」1,225件について、社会保険オンラインシステム等を用いた照合審査を行った。

２．調査の結果

（１）相談記録を「紙媒体」で管理していた事案にかかるサンプル調査の結果、ご本人の可能性のある記録が18件（18名）判明 した。
ご本人に直接接触し、確認を行ったところ、全てご本人記録であるという回答を得た。

（２）相談記録を「電子データ」で管理していた事案にかかる調査の結果、ご本人の可能性のある記録が3件（2名）判明 した。
ご本人に直接接触し、確認を行ったところ、全てご本人記録であるという回答を得た。

再調査での判明契機 判明件数

1 幅を広げた生年月日検索により判明 9件

2 旧姓の漢字氏名検索により判明（旧台帳記録） 3件

3 受付票記載の旧姓を用いた氏名検索により判明 1件

4 実際と紙台帳記録の氏名が相違（旧台帳記録） 1件

5
氏名検索により判明
（当時、ｵﾝﾗｲﾝ記録に氏名が未収録のため判明せず）

1件

6 被保険者名簿の確認により判明 1件

7 記録照会申出書記載の旧姓を用いた氏名検索により判明 2件

再調査での判明契機 判明件数

1 幅を広げた生年月日検索により判明 1件

2 旧姓の漢字氏名検索により判明（旧台帳記録） 1件

3 実際とオンライン記録の氏名が相違 1件

年金相談サンプル調査の結果について 別紙１
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３．費用対効果の検討

（１） 「紙媒体」におけるケースごとの確認作業に要するコストと年金回復額の見込額は以下のとおり。

項
番

再調査での判明契機
作業に要する
コスト （Ａ）

生涯年金
回復額 （Ｂ）

費用対効果
（Ｂ）／（Ａ）

1 幅を広げた生年月日検索により判明 116億円 18億円 0.16

2 旧姓の漢字氏名検索により判明（旧台帳記録） 1.3億円 68.5億円 53

3 受付票記載の旧姓を用いた氏名検索により判明 20.1億円 6.3億円 0.31

4 実際と紙台帳記録の氏名が相違（旧台帳記録） 16.2億円 4.4億円 0.27

5
氏名検索により判明
（当時、ｵﾝﾗｲﾝ記録に氏名が未収録のため判明せず）

2.4億円 1.3億円 0.54

6 被保険者名簿の確認により判明 154億円 13.3億円 0.09

調査項目
作業に要する
コスト （Ａ）

生涯年金
回復額 （Ｂ）

費用対効果
（Ｂ）／（Ａ）

上表の全項目（記録確認手順） 233億円 112億円 0.48

➣ 悉皆調査

記録照会申出書の提出のあった相談事案について、上表 1～6 の調査項目を全て確認した場合に要するコストと年金回復
額の見込額は以下のとおり。なお、調査期間を1年間とした場合、2,500人強の職員が必要となる。

（２） 調査未実施である平成23年6月以降の「電子データ」における確認作業に要するコストと年金回復見込み額は以下のとおり。

調査項目
作業に要する
コスト （Ａ）

生涯年金
回復額 （Ｂ）

費用対効果
（Ｂ）／（Ａ）

上表の全項目（記録確認手順） 1.9億円 1.0億円 0.53

※対象期間は平成19年度～平成24年12月

※対象期間は平成23年6月～平成24年12月

※対象期間は平成19年度～平成24年12月
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４．対応方針案

費用対効果を得られる（１）項番2の旧姓で漢字氏名検索を行うことにより旧台帳記録を確認する作業を、平
成19年度から平成24年12月の相談記録について実施する。

※ なお、「２．調査結果」（１）項番7の記録照会申出書記載の旧姓を用いた氏名検索により判明したケースは、特定の事務所で

発生した事案であり、費用対効果が得られるものであったことから、当該事務所の申出書に旧姓の記載があり、記録回復に

至っていない事案の全件調査（633件）を実施したが、同様の事案は確認されなかった。

他のケースについては、ねんきん定期便（加入者向け）や年金振込通知書（受給者向け）において具体的な
ケースを例として挙げる等により記録確認の呼びかけを実施し、お客様から申出いただくことを促す。
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１．サンプル調査の考え方

平成23年度から平成25年度にかけて実施された、紙台帳検索システムを活用した「持ち主検索事業」と同等の確
認方法により、記録の持ち主と思われる方が見つからないか（基礎年金番号の特定ができないか）確認を行う。

２．サンプル調査の手順

（1）紙台帳等の有効性の確認

①目視により白紙の台帳や事業所情報のみの紙台帳ではないか確認

②年金番号がなく「健のみ」「学徒」など健康保険のみの加入記録ではないか確認

（2）オンライン上の記録の検索

①紙台帳に記載されている番号で検索

②紙台帳に記載されている番号を一部修正または推測し検索（番号の桁数が足りない時など）

③紙台帳に記載されている氏名・生年月日で検索

④氏名が判読し難いときは、紙台帳の氏名から類推して検索（類推は「貞⇔眞」などできる限り行う）

⑤（２）①から④においてオンライン記録が特定されなければ、年金番号払出簿を検索し、検索した払出の情報
から再度（２）①から④を行う

（3）オンライン記録に紐付かなかった理由の確認

○オンラインデータと索引データが一致しない理由を確認（台帳判読不能、台帳判読困難、台帳記載漏れ、索
引データ誤り等）

（4）年金記録の確認

①（２）①から④の手順により特定された紙台帳に記載された年金番号から基礎年金番号を検索

②上記により基礎年金番号を検索できない場合は、再度（２）③及び④の手順により基礎年金番号に収録済み
であるか、または未統合記録であるか確認

オンライン記録に結びつかない紙台帳等のサンプル調査について 別紙２
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３．サンプル調査の結果

（1）紙台帳等の有効性

〇サンプル調査の総数：3,000件

・ 年金記録の記載がある紙台帳：2,637件

・ 年金記録の記載がない紙台帳： 363件

（2）オンライン記録への反映状況

○オンライン記録が見つかったもの：1,889件

 既に基礎年金番号に収録済であったもの：1,244件

 オンライン記録が未統合手番だったもの：645件（※）

※オンライン記録が未統合手番だったものについては、その記録の持ち主と思われる者の基礎年金番号が
あるか改めて氏名索引等により検索を行ったが、記録の持ち主と思われる方の基礎年金番号は確認さ
れなかった。

○オンライン記録が見つからなかったもの：748件

 オンライン化作業の際に、何らかの理由で正しいオンライン記録が作成されないと考えられるもの：164件

 オンライン記録の作成対象とならなかったもの（カセット記録）：584件
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基礎年金番号に
統合された記録

約2.5億件

紐付かない紙台帳等 1.2億件

紙台帳、マイクロフィルム
コンピュータ記録に紐付いた紙台帳等

6億件

解明された記録
3,124万件

・基礎年金番号に統合済みの記録
1,882万件

・死亡者に関連する記録及び年金
受給に結び付かない記録

1,242万件

コンピュータ上の
年金記録 約3億件

コンピュータ記録と紙台帳等との突合せの全体像

①調査中 0.4万件
②名寄せ特別便等が未回答 778万件
③手掛かりが得られない 893万件
④ ①～③の記録と同一 300万件

解明中又は解明を要する記録
1,971万件

未
統
合
記
録

万
件

5,095
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別紙３

（１）基礎年金番号に統合済みの記録

結び付かない記録

① 死亡者に関連する記録
② 年金受給に結び付かない記録

（１）現在調査中の記録
（ご本人からの回答に基づき記録を調査中）

ため持ち主が判明していない記録

・ご本人から未回答のもの

・「自分のものではない」と回答のあったもの

・お知らせ便の未到達のもの

・その他（注1）

～想定される例～

・死亡していると考えられるもの

・国外に転居していると考えられるもの

・届出誤り（誤った氏名・生年月日）により収録されたもの

・事情により別の氏名や別の生年月日で届出したもの

３００万件

１，８８２万件

８９３万件

※端数処理の関係上、各項目の合計と未統合記録との間に差が生じる場合がある。
（注1）「その他」は、「「訂正がある」との回答だったが、調査の結果ご本人のものではなかったもの」、「基礎年金番号のある記録と名寄せされたが、その記録が対象記録と期間重複があり
特別便の対象からはずれたもの」、「黄色便の送付対象として氏名等の補正を行ったが、基礎年金番号のある記録と名寄せされず、黄色便が送付されなかったもの」等
（注2）（４）は、（１）～（３）の記録と氏名、生年月日、性別の3項目が一致した記録

（４） （１）～（３）の記録と同一人と思われる記録 （注2）

未統合記録（５，０９５万件）の解明状況
＜平成２８年９月時点＞

７７８万件

０．４万件

１，２４２万件

Ⅰ

〈解明された
記録〉

３，１２４万件 （２）死亡者に関連する記録及び年金受給に

６９９万件
５４３万件

Ⅱ

（３）持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録

１，９７１万件

（２）名寄せ特別便等の対象となったが、未回答等の

〈解明作業中
又はなお解明を
要する記録〉

２８０万件

１７７万件

４７万件

２７４万件

人数ベース １，４５９万人

受給者 ８４６万人

被保険者等 ６１３万人
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Ⅳ 業務運営における公正性及び透明性の確保に向けた取組等の進捗状況

１．事務処理の正確性の確保

２．人材育成に関する取組状況

３．熊本地震への対応状況

４．その他の取組状況
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１．事務処理の正確性の確保

概 要

○平成 26 年 9 月に「事務処理誤り等に関する緊急再発防止策」を策定し指示を行うとともに、理事長から全職員に向けて緊急メッセ

ージを発出した。事務処理誤りのうち、特に事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・誤交付・誤送信の根絶を図るため、組織一丸と

なって取組を進めている。

【事務処理遅延・書類の紛失及び誤送付・誤交付・誤送信の発生状況】（平成 28年 9 月末時点）

今後、事象が明確になることで件数が変動する場合があります。

機構職員以外（市区町村・委託業者等）が発生させた事務処理誤りを除く。

※対前年同期比の平成 27 年度欄は平成 26 年度比、平成 28 年度欄は平成 27 年 9 月末比となっています。

○平成 28 年 9 月末時点における「事務処理遅延・書類の紛失」及び「誤送付・誤交付・誤送信」については、根絶には至らないもの

の発生件数は減少している。

67



平成 28 年度上半期の主な取組状況及び今後の予定

【平成 26 年度から継続して取り組んでいる主なもの】

○受付進捗管理システム運用の見直しを行い、システムへの登録者を固定化し、受付から処理が完了するまでの事務処理フローを策

定し、届書の受付状態や処理状態を確実にシステムへ登録させることの徹底を図った。

○お客様から提出された届書等を適切に管理するため、届書等の処理状態ごとに、明確に区分した６色ボックスによる書類管理の徹

底を図った。

○業務処理に携わった職員の責任の所在を明確にするため、原則、届書１枚ごとに担当者、チェック者及び決裁者が押印することの

徹底を図った。

○受付進捗管理システムにより、毎月一定期間経過した未完結届書を把握し指導を実施。また、届書の進捗状態を点検し早期処理の

徹底を図った。

○事務処理遅延等の発生防止策の取組状況について、毎月、拠点長自らチェックを行い「事務処理遅延・書類紛失・誤送付等防止チ

ェックシート」により報告を求めるとともに、取組が不十分である場合は改善報告書を提出させ、取組の徹底を図った。

【平成 28 年度から新たに取り組んでいる主なもの】

○平成 26 年度以降、事務処理遅延等は減少してきており、これまでの取組に一定の効果があった。ただし、

・「全職員がこれまでの取組を理解し、自ら考え業務を行う」

・「拠点長を含む管理職員による拠点内の状況把握を的確に行う」

が十分でない拠点があることから、さらに補完するため以下の取組を実施する。

○「事務処理遅延・書類紛失・誤送付等防止チェックシート」の改善（平成 28 年 12 月実施）

職員一人ひとりがチェックシートの各項目の内容を理解し業務に取り組めるよう、機構ＬＡＮアンケート機能を活用し、全職員に対し「理解度チェック方

式」により実施するよう改善を図ることとした。

○事務処理誤り事例の定期的な周知（上記にあわせて実施）

事務処理誤りの発生を、より身近な問題（リスク）として捉えてもらうことを目的とし、直近に発生した事象の中から事務処理誤りの発生原因・ポイント・

対策について、定期的に全拠点へ周知することとした。
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○研修等の実施

人材開発部が行う「副拠点長研修」及び「採用 10 年目研修」等に講師派遣を行い、事務処理遅延等の再発防止策について周知徹底を図るとともに、当

該役職において果たすべき役割について認識の共有を図る。

（実施状況）

・採用 10 年目研修 9回（5月 20 日～8 月 5日実施済）

・副拠点長研修 9 回（6 月 13 日～8月 29 日実施済）

（今後の予定）

・３大事案発生拠点におけるリスク管理等の研修の実施（平成 28 年度リスク管理プログラム）

・正規登用者研修への講師派遣

○重点取組拠点の指定と状況管理

平成 27 年度の事務処理遅延等の発生状況をみると、発生件数全体の約 5 割が複数回発生拠点で発生していることから、拠点長を含む管理職員が拠点内の

状況を的確に把握し対応することを目的として、複数回発生拠点に対して重点的に再発防止策の取組状況等を管理する。

＊指定拠点：16 拠点（平成 28 年 9月末現在 7 拠点実施済）

（具体的な取組内容）

①重点取組拠点の指定（指定期間は開始後 3ヶ月）

平成 27 年度以降に複数回事務処理遅延等が発生した拠点から重点取組拠点を指定。

②PDCA シートの策定（拠点）

重点取組拠点において、「未処理処理遅延・書類紛失」「誤送付」「誤交付」に対する発生原因の把握（リスク把握）及び再発防止策を拠点内で協議のうえ

策定し、PDCA シートを作成のうえリスク対策 Gへ報告。

③拠点訪問（リスク対策 G職員、可能な場合は事業推進役及び管轄地域部担当 G職員も同席）

拠点を訪問し、PDCA シートの内容を確認のうえ必要に応じて具体的対策への助言・指導を実施。

④PDCA シートの提出

拠点における再発防止策の 1ヶ月ごとの実施状況について、PDCA シートによりリスク対策 G へ報告。

⑤進捗の管理

拠点から提出される PDCA シートの確認、リスク対策 Gによる拠点訪問、地域部（事業推進役）との連携により、取組状況の進捗管理を行う。

⑥改善指導等

取組の改善が必要と認められる拠点に対しては、随時、改善指導を実施。改善指導を行った拠点に対して、後日、抜き打ちにより立入を行い、改善状況の

確認を行う。

⑦地域部との連携

管轄地域部（事業推進役）に対して、再発防止策の策定及び実施状況等の情報提供を適宜行う。
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（参考）平成 28 年 9 月末における「事務処理誤りの発生状況」は下記のとおり。

【事務処理誤りの発生状況】

※公表件数＋解明中案件（事件・事故を除く）

※今後件数が変動することがあります。

平成 26年 9 月

緊急再発防止策の実施

※１ 制度別事務処理誤り件数

※公表件数＋解明中案件（事件・事故を除く）

※今後件数が変動することがあります。
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２．人材育成に関する取組状況

概 要

○「求められる職員像及び管理職像」にかなう職員の育成を目指し、平成 28 年度研修計画に基づいた従来の研修に加えて、業務改善計

画を踏まえ、職員の能力向上、モチベーション向上に繋がる研修を導入することとしている。また、不正アクセス事案を踏まえた情

報セキュリティ対策にかかる研修を強化して実施する。具体的には、以下の事項について企画・実施している。

①平成 28 年度研修計画に基づいた従来の研修の実施

②平成 27 年度までブロック本部が実施していた業務別研修を本部が吸収し、統一研修とした上で実施

③職員のキャリアパスに合わせた研修や、リーダーシップや専門性の高い職員を養成するための多様な研修制度を実施

④平成 28 年度情報セキュリティ対策推進計画に基づく研修の実施

平成 28 年度上半期の主な取組状況

【①平成 28 年度研修計画に基づいた従来の研修】

○平成 28 年度研修計画では、集合研修・職場内研修・通信研修を実施することとしている。

・集合研修では、世代に応じた人材育成の目標を設定した研修や基幹業務の習得レベルを段階的に設定した業務別研修を実施して

いる。

対象者 回数等 ２８年度計画 ２８年度上期実績 対象者 回数等 ２８年度計画 ２８年度上期実績

正規職員 1 241 241 厚生年金適用関係研修 正規職員 5 180

正規職員 6 240 厚生年金徴収関係研修 正規職員 5 180 80

正規職員 9 360 221 正規職員 5 180 41

正規職員 6 240 182 年金給付関係研修 正規職員 6 240 110

正規職員 2 27 27 船員保険関係研修 正規職員 1 48

正規職員 1 59

非正規職員 9 385

正規職員 5 963 640

１０年目研修
（２７年度は中堅職員研修）

国民年金関係研修

管理者研修

上記以外の研修

新入構員研修

５年目研修

新任所長研修

正規登用者研修

無期転換職員研修

平成29年1月実施

平成29年2月実施

平成28年10月～平成29年3月に

順次実施

平成29年3月実施

下半期の予定

平成29年1～3月実施

下半期の予定

平成28年10月～平成29年2月に

順次実施

平成28年11月～平成29年1月に

順次実施

平成28年10月～平成29年2月に

順次実施

平成28年12月～平成29年2月に

順次実施

＜集合研修：階層別研修＞ ＜集合研修：業務別研修＞
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・職場内研修については、コンプライアンスや個人情報保護等、全職員が必ず知って守るべき基本的な事項について、年 1 回は必

ず職場内で研修を実施するよう定めている。特に情報セキュリティについては、平成 28 年度は年 3 回実施することとしており、

上半期に 2回実施した。また、通信研修については、新規採用内定者の他、希望する全職員に教材を提供している。

【②平成 27 年度までブロック本部が実施していた業務別研修を本部が吸収し、統一研修とした上で実施】

○これまでブロック本部が主体的に実施していた業務別研修を整理し、本部で統一的に実施している。人事異動時（4月、10 月）の新

任課室長や新任担当者への研修の他、テーマ別の研修を実施しており、非正規職員も受講対象としている。

対象者 回数等 ２８年度上期実績 対象者 ２８年度上期実績

全職員 年１回以上 18,232 新採内定者 241

全職員 年１回以上 17,403 全職員 8,163

全職員 年１回以上 16,026 全職員 3,631

全職員 年１回以上 19,822 全職員 3,670

全職員 年１回以上 14,842 全職員 3,676

全職員 年１回以上 11,087

全職員 年３回以上 42,301

非正規職員 採用時 2,411

研修名

リスク・コンプライアンス研修

新規採用者研修

応用課程

保険料コース

適用調査コース

年金相談コース

研修名

入門課程

基礎課程

情報セキュリティ研修

倫理研修

ハラスメント研修

個人情報保護研修

労務研修

ＣＳ研修

研修名

新任課室長研修（適用・徴収・国民年金・年金給付）

新任担当者研修（適用・徴収・国民年金・年金給付）

立入検査実務研修（適用）

平成２８年度上期実績

67

983

316

225

徴収・収納職員実務研修（徴収・国民年金）

遺族・離婚分割事務研修（年金給付）

障害年金スキルアップ研修（年金給付）

窓口対応スキルアップ研修（年金給付）

上記以外の研修

定時決定調査研修（適用）

292

327

303

350

1,059

＜職場内研修＞ ＜通信研修＞
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【③職員のキャリアパスに合わせた研修や、リーダーシップや専門性の高い職員を養成するための多様な研修制度を実施】

○業務改善計画を踏まえ、職員が希望とやりがいを持ってスキル向上に努めるような研修を実施することとしており、上半期には下記

の研修を実施した他、下半期には「専門職コースのための研修」、「能力改善プログラムによる研修」、「ゼネラリスト研修」、「女性リ

ーダー研修」等を予定している。

【④情報セキュリティ対策にかかる研修】

○「平成 28 年度日本年金機構情報セキュリティ対策推進計画」による教育計画に基づき、研修を実施した。教育計画では、全職員対

象の職場内研修を年 3回実施する他、人材育成推進者研修、幹部職員研修等を実施した。

対象者

新入構員

平成28年7月以降に初めて管
理職となった職員

若手女性職員

若手職員から選抜

若手職員から選抜

若手職員から選抜

新任課室長研修 管理職登用時のマネジメントスキル向上

研修名 概要

新入構員現場研修 新入構員の早期の育成

キャリアデザイン研修 女性活躍推進

民間企業との人事交流 異業種の勤務による幅広い見識の醸成

海外の外部機関への派遣 幅広い見識、グローバル人材育成

大学を活用した研修 組織経営全般の知識習得

２８年度上期実績

241

40

99

2

1

2

２８年度上期実績

情報セキュリティ研修講師養成研修 394

563

42,301

1,018

全職員

正規職員

１回目：平成28年4月～7月、2回目：平成28年9月
3回目：平成29年2月実施予定

平成28年10月～平成29年3月も継続して実施

備考対象者

人材育成推進者

拠点長・本部幹部職員

情報セキュリティ研修（職場内研修）

各種研修時に実施した研修

研修名

情報セキュリティ幹部職員研修
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３．熊本地震への対応状況

概 要

○平成 28 年４月 14 日（木）に発生した熊本地震に対応するため、翌 15 日（金）に災害対策本部を設置し、被災者への支援措置を検

討するとともに、年金局とも連携しながら、各種特例措置を実施した。

平成 28 年度上半期の主な取組状況

１．災害対策本部の設置

災害対策本部（本部長：理事長）を設置し、４月 15 日（金）に第１回対策本部会議を開催（23 回開催）。

対策本部会議において、被災者に対する支援・制度面の特例措置を検討・実施。

２．被災者に対する支援措置の実施状況

相談を受付ける専用コールセンター（フリーダイヤル）を設置するなど被災者の方々の相談対応及び周知広報を実施。

○被災者からの専用コールセンター（フリーダイヤル）を４月 21 日（木）から実施（プレスリリース）。

（設置までの間は、機構本部（高井戸）の代表番号を周知（機構ＨＰ）して対応）※７月１日以降は、ねんきんダイヤルで対応。

○年金に関する特例措置をはじめ、避難者の方に知っていただきたい情報を避難所に掲示（４月 22 日、職員が避難所に出向いてポ

スター掲示）

○被害を受けられた方向けのＱ＆Ａを機構ホームページに掲載（４月 28 日）。

○特別行政相談所（ワンストップサービス）への職員の派遣（5月 31 日、6月 23 日・30 日）。

３．特例措置等の実施状況

各制度において特例措置等が実施され、現状は、復旧状況を踏まえ納付特例業務等を再開中。

○国民年金関係

・保険料の免除（住宅、家財、その他の財産について、おおむね２分の１以上の損害を受けた場合、本人からの申請に基づき全

額免除又は一部免除）

・納付督励業務及び強制徴収業務の中止（当分の間）【大分県由布市及び竹田市も含む】
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（現状）

・大分県由布市及び竹田市については、復旧状況を鑑みて 6月 20 日から再開し、熊本県内については、平成 28 年 10 月 17 日国税

庁告示を踏まえ納付督励等を再開した。

・なお、熊本県内については、一定期間は被災地住民の実情を把握するため、10 月 28 日以降、特例免除の周知を兼ねた納付案内

から開始することとし、12 月 1 日以降に納付督励業務及び強制徴収業務（注）を開始することとした。（ただし、熊本西年金事

務所及び熊本東年金事務所は 12 月 19 日から再開）。

（注）滞納処分については、八代年金事務所、本渡年金事務所及び玉名年金事務所は平成 29 年 1 月から実施、熊本西年金事務所及び熊本東年金事

務所は平成 29年 2月から実施。

○厚生年金保険関係

・保険料の納期限の延長（別途厚生労働省告示で定める期日まで）

・納付督励業務及び強制徴収業務の中止（当分の間）

・適用促進業務及び事業所調査業務の中止（当分の間）

（現状）

・平成 28 年 10 月 31 日厚生労働省告示により、延長後の納付期限が定められた（注）。

（注）熊本県内の地域別に平成 28 年 11 月 30 日（平成 28年 3月分～9 月分）と平成 28年 12 月 16 日（平成 28 年 3 月分～10月分）として納付期

限が定められた。口座振替については、11月 30 日（10 月分保険料）から順次再開している。

・延長後の納付期限経過後（11 月 30 日以降又は 12 月 16 日以降）に納付督励及び強制徴収を再開することとした。

・適用促進業務及び事業所調査業務は、厚生労働省告示を踏まえ、12 月 19 日から再開。
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４．その他の取組状況

○日本年金機構の宿舎等見直しについての対応状況

１．会計検査院から指摘された８宿舎・４事務所等の国庫納付について

平成２７年１０月２０日会計検査院指摘による８宿舎・４事務所等については、国庫納付に向け、分筆や各種調査等の作業を進め

てきたところであり、改正法施行後、ただちに厚生労働大臣の認可申請の手続きを開始できる状態となっている。

○対象施設 幕張寮、東久留米寮、桜宿舎、一区宿舎・一区宿舎２、西原宿舎・西原宿舎２、鷺山宿舎

群馬倉庫、旧京都事務センター、兵庫事務センター熊内倉庫、旧阿波半田年金事務所

○国庫納付準備 ① 分筆（幕張寮及び東久留米寮は、同一敷地内に世帯宿舎が設置されているため）

② 不動産鑑定

③ ＰＣＢ調査、アスベスト調査、土壌汚染調査、埋設物調査

④ 残置物撤去等

２．その他の宿舎等の見直しについて

今後、平成３０年度までの組織集約化の中で見込まれる地域ごとの必要人員数等を踏まえ、広域異動者の規模や宿舎利用のニーズ

の見通しを今年度末までに設定する中で、外部有識者の意見を聞きながら、宿舎を維持した場合の維持管理費と他に考えられる住居

対策（家賃補助や民間借上げ）とコスト比較等を行い、来年夏を目処に具体的な対応方針を決定することとしている。
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